
 

 

利用案内（令和７年度） 

【幼稚園・認定こども園・保育所・ 

小規模保育事業所・事業所内保育事業所】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

和光市役所 保育サポート課 入所相談担当 

〒351-0192 和光市広沢１－５ ４階 

TEL 048-424-9130  FAX 048-464-1926 

E-mail d0700@city.wako.lg.jp 

和光市ホームページアドレス http://www.city.wako.lg.jp/ 

  

発行：令和 6 年１０月１日 



 

- 1 - 

 

 【重要】令和６年度利用案内からの変更点について・・・・・・    ２ 

 幼稚園の利用について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      4 

【１】 幼稚園・認定こども園（幼稚園枠）について・・・・・・・・・・・・    ５ 

【２】  幼稚園・認定こども園（幼稚園枠）への入園について・・・・・・・・    6 

【３】 教育・保育給付認定申請に必要な書類・・・・・・・・・・・・・・・・・      7 

【４】 施設等利用給付認定申請に必要な書類・・・・・・・・・・・・・・・・・     7 

【５】 幼稚園の利用料と預かり保育の利用料について・・・・・・・・・・・    11 

【６】 施設等利用費の償還払い請求について・・・・・・・・・・・・・・・     13 

 

保育所・認定こども園（保育所枠）・小規模保育事業所等 

の利用について（年齢早見表）・・・・・・・・・・・・・・・・・・    16 

 

【１】 申込期限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      17 

    （令和７年度４月一次申請における受付方法の変更・ 

申込の注意事項・申込の Q&A・入所予約事業） 

【２】 申込に必要な書類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      29 

【３】 利用調整（審査）について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      32 

【４】 和光市外の保育施設を申し込む場合・・・・・・・・・・・・・・・      33 

【５】 市外から和光市の保育所を申し込む場合・・・・・・・・・・・・・      34 

【６】 利用者負担額（保育料）について・・・・・・・・・・・・・・・・      36 

【７】 利用者負担額（保育料）助成について・・・・・・・・・・・・・・      39 

【８】 利用者負担額（保育料）の減免制度について・・・・・・・・・・・      40 

【９】 食材料費の徴収について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      42 

【１０】教育・保育給付認定について・・・・・・・・・・・・・・・・・・      43 

【１１】保育施設等について（連携施設について）・・・・・・・・・・・・・     55 

【１２】保育時間について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     61 

【１３】時間外保育について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      61 

【１４】チャレンジド保育について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      62 

【１５】その他の子ども・子育て支援について・・・・・・・・・・・・・・      63 

【１６】保育施設での生活について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      67 

【１７】保育の必要性の基準について補足説明と指数表・・・・・・・・・・・    69 

 

 

 

  

≪もくじ≫ ≪もくじ≫ 

も
く
じ 



 

- 2 - 

 

【重要】令和６年度利用案内からの変更点について 

 

１ 申込時の注意事項・Q＆A の内容を修正しました 

（２０～２７ページ） 

 

２ 市内認可保育施設の情報について修正しました 

（５５～５８ページ） 

 

３ 入所予約事業についての内容を修正しました 

 （２８ページ） 

 

 

 

 

 

 

変更点については、必ずご確認いただき、ご不明な点等ございましたら

保育サポート課までお問い合わせください。 
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幼稚園の利用について 
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【１】幼稚園・認定こども園（幼稚園枠）について                  

 

●幼稚園（認定こども園）の種類 

 新制度移行幼稚園 未移行幼稚園（従来） 認定こども園（幼稚園枠） 

根拠法令 
学校教育法 

子ども・子育て支援法 

 

学校教育法 

就学前の子どもに関する教育、

保育等の総合的な提供の推進に

関する法律 

給付対象者 
教育・保育給付 

（１号認定） 

施設等利用給付 

（１号・２号・３号認定） 

教育・保育給付 

（１号認定） 

預かり保育 

給付対象者 

施設等利用給付 

（２号・３号認定） 

 

※新制度とは、平成２７年度以降の子ども・子育て支援新制度をいい、 

幼児教育・保育の無償化と直接の関係はありません。 

 ※以下の説明では、「幼稚園」という言葉の中に、認定こども園を１号認定（幼稚

園枠）で利用する場合も含みます。 

 

ちょこっと Q＆A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q.市外の幼稚園へ行ってもいいの？ 

A.幼稚園は市外の幼稚園も自由にお申し込みできます。幼

児教育・保育無償化も同様に対象となります。現在和光市民

の幼稚園利用者のうち市外の幼稚園利用者は約３５％です。 

Q.１号・２号・３号ってなに？ 

A.１号は保育事由に該当しない３歳～５歳の認定区分 

 ２号は保育事由に該当する３歳～５歳の認定区分 

 ３号は保育事由に該当する０歳～満３歳の認定区分 
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【２】幼稚園・認定こども園（幼稚園枠）への入園について            

 

① 幼稚園等へ入園を希望する場合、各幼稚園等にて見学・説明会を開催しています。

事前にご確認ください。 

 

② 幼稚園等に直接入園申込をしてください。 

 

③ 入園が決定したら、幼稚園等より認定に必要な書類が渡されます。必要事項等を

記入し幼稚園等へ提出してください。 

（保育の必要性がある場合は、別途保育の必要性が確認できる書類が必要です。保

育の必要性については、９ページをご参照ください。） 

 
 

 

 

見学・説明会

入園申込

入園決定

新制度移行幼稚園 未移行幼稚園

保育の必要性あり 保育の必要性なし 保育の必要性あり 保育の必要性なし

教育・保育給付 施設等利用給付

１号認定 ２号・３号認定 １号認定

＋
施設等利用給付

２号・３号認定

利用開始

幼稚園へ直接

申込 

保 育 の 必 要 性

の事由の有無に

より必要書類が

異なります 

新制度移行幼稚園・認定こども園（幼稚園枠） 

２号認定 

２号認定 
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【３】 教育・保育給付認定申請に必要な書類        

 新制度移行幼稚園等（認定こども園（幼稚園枠）含む。以下同じ）を利用する方の

み提出が必要となります。 

①教育・保育給付認定（変更）申請書 

【４】 施設等利用給付認定申請に必要な書類                   

未移行幼稚園を利用する方はⅠのみ、保育の必要性があり幼稚園の預かり保育を

利用する方（新制度移行幼稚園等含む）はⅠ･Ⅱの提出が必要となります。 

次の≪Ⅰ≫・≪Ⅱ≫に該当する書類をご提出ください。 
 

≪Ⅰ≫ 申請書類                                

施設等利用給付認定の申請に必要な書類として次の①～③をご提出ください。 

① 施設等利用給付認定（変更）申請書 兼 教育・保育給付認定変更申請書 

② 保育所等利用申込等の不実施に係る理由書（保育所等の利用申込をしていない方

のみ必要） 

③ マイナンバー提供について（和光市に住民票がある方は提出不要） 

（１）「マイナンバー確認書類」と（２）「本人確認書類」をお持ちください。 

 必要書類 

（１）マイナン

バー確認書類 

個人番号カード、通知カード、 個人番号が記載された住民票の写

し・住民票記載事項証明書 
いずれか１点 世帯全員分 

（２）本人確認

書類 

個人番号カード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳等  

いずれか１点 

来庁者のみ 

公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児

童扶養手当証書等 
いずれか２点 

※番号確認と本人確認が併せてできるのは、個人番号カードのみです 

幼稚園（新制度未移行）・特別支援学校幼稚部のみを利用する方へ【１号認定】 

保育の必要性がなく、幼稚園（新制度未移行）・特別支援学校幼稚部のみを利用する場合は、次に

掲げる≪Ⅱ≫の保育を必要とする状況を証明する書類は必要ありません。上記≪Ⅰ≫をご提出く

ださい。 

 

≪Ⅱ≫ 保育を必要とする状況を証明する書類                   

 
保育を必要とする状況を証明する書類として次の❶～❿の保護者の状況に応じた

必要書類をご提出ください。（P9 の保育の必要性事由に該当しない場合は提出不要） 
※保護者それぞれの書類が必要です。 
※保育を必要とする状況が複数ある場合はそれぞれの書類の提出が必要です。 
※令和 7 年４月１日時点で、１８歳以上６５歳未満の同居の世帯員がいる場合は、
その方の保育を必要とする状況を証明する書類が必要となります。 
※学童クラブと併願する場合で、次の❶・❷・❸・❹・❺・❻・❾に該当する場合
は、学童クラブ申請時にコピー提出可。 
※❶～❾に該当せず、❿にのみ該当する方は保育の必要性事由に該当しません。 
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保護者の状況 必要書類 備考 
チェック欄 

父 母 

❶就労 

（育休中の方含む） 

①就労（予定）証明書（必須） 

シフト勤務の方のみ（必須）↓ 

②直近４週間の就労実績表又はシフト表を３か月分 

①は必須 

※就労証明書の有効期間は、申

請日より３か月以内の証明日が

有効となります。 

□ □ 

❷就労 

（自営業・個人事業

主） 

①就労（予定）証明書（必須） 

②直近の確定申告書の写し 

③営業許可証 

④会社登記簿謄本 

⑤その他営業の事実が確認できる書類 

シフト勤務の方のみ（必須）↓ 

⑥直近４週間の就労実績表又はシフト表を３か月分 

①は必須 

※就労証明書の有効期間は申請

日より３か月以内の証明日が有

効となります。 

 

②～⑤はいずれか一つ 

□ □ 

❸妊娠出産 
①出産予定表 

②母子手帳の写し（氏名記載箇所及び出産予定日の記載

箇所） 

①と②はともに必須 

 

□ □ 

❹傷病 
保育の要否に係る診断書（保護者用） 和光市指定様式に限ります。 

※原則、診断書の有効期間は、

申請日より３か月以内の証明日

が有効となります。 

□ □ 

❺障害 
①身体障害者手帳（４級以上）の写し 

②精神障害者保健福祉手帳（３級以上）の写し 

③療育手帳（C 以上）の写し 

④保育の要否に係る診断書（保護者用） 

①～④のいずれか一つ 

※原則、診断書の有効期間は、

申請日より３か月以内の証明日

が有効となります。 

□ □ 

❻介護 
①介護状況申告書（必須） 

②被介護者の診断書 

③身体障害者手帳の写し又は精神障害者保健福祉手帳

の写し又は療育手帳の写し 

④介護保険証の写し 

⑤重度心身障害者医療費受給者証の写し 

⑥入院計画書 

①は必須 

②～⑥については該当するもの

すべて提出が必要 

□ □ 

❼災害復旧 
災害復旧に従事していることが証明できる書類等  □ □ 

❽求職活動 
①求職活動申告書（必須） 

②ハローワーク受付票（必須） 

③求職活動の活動状況がわかる書類 

④雇用保険受給資格者証の写し 

②～④は該当するものすべて提

出が必要 

※これから求職活動を行う方に

ついてもハローワーク受付票は

必須です。 

※左記の書類により求職活動の

活動状況が確認できない場合

は、認定を受けることができま

せん。 

□ □ 

❾就学 
①在学証明書など在学期間がわかる書類（合格通知の写

し等）※１ 

②時間割表等※２ 

①と②は必須 

※１ 学生証の写しでも可 

※２ 就学している曜日・時間

がわかる書類。 

□ □ 

上記と併せて以下の世帯状況の方は、ご提出ください。（上記の事由に該当せず、ひとり親世帯の場合は保育の必要性事由に該当しません。） 

❿ひとり親
世帯の場合 

①ひとり親の申立書 

②離婚受理証明書/戸籍謄本/ひとり親家庭等 
医療費受給者証いずれかの写し 

③離婚協議又は調停中等であることの書類 

③は協議中・調停中の場合

のみ提出してください。 

□ □ 
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保育所・認定こども園・地域型保育事業所（P５５参照）、企業主導型保育事業を利

用していない児童で、幼稚園の預かり保育・認可外保育施設等（一時預かり事業、病

児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業）を利用した場合の利用料が無償

化の対象となるためには、「保育を必要とする子ども」であるという、「保育の必要性

の認定」（施設等利用給付認定２号認定または３号認定）を受ける必要があります。

次に掲げる認定事由に該当しない場合は、無償化の対象外となります。 

【保育の必要性の認定事由】 

 

●保育の必要性の認定事由及び認定期間 

和光市では、就学前の子どものうち、その保護者のいずれもが、次に掲げるいずれ

かの事由に該当するとき、「保育を必要とする子ども」であると認定します。 

事由 概要 認定期間 

① 就労 １か月当たり４８時間以上の労働に従事し

ており、かつ、１日４時間以上、月１２日以

上就労していること 

左記に該当する間 

② 妊娠 妊娠していること 妊娠している間 

③ 出産 出産前後であること 出産月と、出産をした日から８週

間を経過する日の翌日が属する

月の末日までの期間 

④ 疾病 保護者が医師の診断により１か月以上の治

療を要する疾病又は負傷の状態であり、か

つ、保護者が自ら保育を行うことが困難な状

態にあること 

左記に該当する疾病・負傷にあっ

て、医師等の診断により治療に要

する期間 

⑤ 障害 次のいずれかに該当し、かつ保護者が自ら

保育を行うことが困難な状態にあること 

 身体障害者手帳の交付を受けている、又

は４級以上の障害を有していること 

 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け

ている、又は３級以上の障害を有している

こと 

 埼玉県療育手帳制度要綱により療育手

帳の交付を受けている、又はＣ以上の障害

を有すること 

 

左記に該当する間 

無償化の対象となる【保育の必要性の認定】 
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⑥ 介護 次のいずれかに該当すること 

 疾病若しくは負傷により常時寝たきり

となっている者又は重度心身障害者を自

宅において月１２日以上介護しているこ

と 

 疾病若しくは負傷している者又は重度

心身障害者が通院・通所し又は入院するた

めの付添いを１週当たり３日以上行って

いること 

左記に該当する間 

⑦ 災害復旧 災害の復旧作業に従事していること 左記に該当する間 

⑧ 求職活動 次のいずれかに該当すること 

 雇用保険法に規定する失業の状態にあ

り、基本手当の支給を受けていること 

 継続的に企業等の求人に応募している

又は企業等が実施する雇用に関する説明

を受けていること 

 起業又は事業を継承するための準備を

行っていること 

原則、事由発生日の翌日から２か

月間 

⑨ 就学 次のいずれかに該当する施設において、１

日４時間以上、かつ、月１２日以上の就学又

は訓練をしている状態にあること 

 学校教育法に規定する学校、専修学校、

各種学校その他これに準ずる教育施設 

 職業能力開発促進法に規定する公共職

業能力開発施設、職業能力開発総合大学校

又は特定求職者に対して職業訓練を行う

施設 

左記に該当する間 

⑩ 育児休業 

（在園児以外の

育 児 休 業 に 限

る） 

育児休業に入る前に児童が在園（在園中に転

園する場合を含む）、かつ、既に保育の必要性

の認定を受けていて、育児休業中に家庭で必

要な保育を行うことが困難な状態にあるこ

と 

次に掲げる期間のうち、短い期間 

育児休業期間の終了日の属す

る月の末日までの期間 

育児休業に係る子どもが満１

歳に達する日の属する年度の翌

年度の４月３０日までの期間 

⑪ その他 その他、保護者が保育できない事情がある場

合 

市長が認める期間 
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【５】 幼稚園の利用料と預かり保育の利用料について   

 

幼児教育・保育無償化により、３歳から小学校就学前までの期間の幼稚園の利用料

が無償となりました。 

未移行幼稚園については、月額上限 25,700 円までが無償となります。 

また、幼稚園の利用料に加え、預かり保育についても「保育の必要性」の認定を受

けた方は日額上限４５０円（月額上限 11,300 円）まで無償となります。 

※幼稚園は満３歳から無償化の対象となります。（左記の場合、預かり保育は非課税

世帯のみ無償） 

※バス送迎費や食材料費、行事費等については実費負担となります。 

 

 

※月額上限額を超える未移行幼稚園を利用の方は、超える分については実費負担とな

ります。 

 

新制度移行幼稚園 未移行幼稚園

保育の必要性あり 保育の必要性なし 保育の必要性あり 保育の必要性なし

教育・保育給付 施設等利用給付

１号認定 ２号・３号認定 １号認定

＋
施設等利用給付

２号・３号認定

利用料 利用料 利用料 利用料

無償 無償 無償
（月額上限25 ,700円

まで）

無償
（月額上限25 ,700円

まで）

預かり保育利用料 預かり保育利用料 預かり保育利用料 預かり保育利用料

月額上限
11,300円ま

で無償
実費負担

月額上限
11,300円ま

で無償
実費負担

月額上限
11,300 円ま
で無償（日額
上限 450 円） 

月額上限
11,300 円ま
で無償（日額
上限 450 円） 

新制度移行幼稚園・認定こども園（幼稚園枠） 

２号認定 

２号認定 
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① 幼稚園と認可外保育施設等を利用する場合           

 
保育の必要性のある児童が幼稚園

と認可外保育施設を利用する場合、幼
稚園利用料及び幼稚園の預かり保育
事業については合わせて月額３．７万
円（２．５７万円+１．１３万円）（０
歳から２歳児の非課税世帯は４．２万
円）を上限に無償化の対象となりま
す。これに加え、認可外保育施設等も
利用する場合は、下記の要件を満たす
場合、無償化の対象となります。 

 

具体的には、在籍する幼稚園が提供する預かり保育事業が以下のいずれかに該当す

る場合は、認可外保育施設等の利用も無償化の対象となります。なお、その際の補助

上限額は、幼稚園の預かり保育事業と認可外保育施設等の利用を併せて月額 11,300

円までとなります。 

①教育時間を含む平日の預かり時間が８時間未満 

②預かり保育の実施日数が年間２００日未満 

② 幼稚園の預かり保育と施設等利用給付の考え方         

 
預かり保育事業の給付の適正を図るため、施設等利用給付の算定については実際の

預かり保育事業の利用日数に応じた計算をすることとなり、以下の計算式と預かり保
育事業の利用料として園に支払った実際の金額と比べて少ない方を施設等利用給付
額とします。 
具体的な計算式は、以下のとおりです 
 

利用日数（A）×日額単価（４５０円）＝B 円（上限額は 11,300 円） 

【例】 

①預かり保育事業の利用料として園に支払った金額  10,000 円 

②支給限度額 

  ２０日（利用日数）×４５０円（日額単価） ＝ 9,000 円 

 

①と②を比べて少ない方になるため、施設等利用給付の給付額（無償化対象額）は９,０００円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市外幼稚園利用者

も同様の扱い 

認可外保育施設等とは 

認可外保育施設の他、一時保育事業、病児
保育事業、ファミリーサポートセンター事
業。 

和光市では、無償化の対象となる認可外保
育施設等について、国が定める指導監督基
準を満たす施設に限定しています。基準に
満たない施設を利用した場合は無償化の対
象外です。 
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【６】 施設等利用費の償還払い請求について        

施設等利用給付認定を受けた児童で、幼稚園、幼稚園の預かり保育事業、その他認可

外保育施設等に係る利用料を各幼稚園、施設等へお支払いした場合、施設等利用費を

以下のとおり請求することができます。 
また、請求手続きは現物給付または償還払いという方法により行われます。手続き

方法は施設により異なりますので、各施設にご確認ください。 
①現物給付：市と施設とで請求処理を行います。上限月額までは無償となり、それ

を上回る場合は差額分を施設へ直接お支払いください。 
②償還払い：保護者が施設に支払った利用料を、保護者の請求に基づき、和光市が

保護者に支給いたします。償還払いの方法については、下記をご参照
ください。 

 

 償還払い方法について                             
 

① 施設から受け取る書類 
   （１）領収証（利用月分） 
   （２）提供証明書（利用月分） 
  

② 市への請求に必要な書類 
  以下の（１）～（３）は必ずご提出ください。（４）・（５）・（６）は該当する場

合にご提出ください。 
   （１）施設等利用費請求書（利用月ごとに１枚提出必要） 
       （振込先の口座名義は請求者（保護者）と同じものに限る） 

（２）領収証（原本） 
（３）提供証明書（原本） 
（４）振込口座を確認できる通帳やカードのコピー（初回請求時もしくは 

振込口座を変更する場合のみ） 
（５）入園料の領収証等（今年度分の幼稚園の入園料を支払った場合のみ） 
（６）援助活動報告書（ファミリー・サポート・センター事業利用者のみ） 

※複数の施設・サービスをご利用の場合は、月ごと、各施設・サービスごとに領
収証等と施設等利用費請求書をまとめてご提出ください。 

 

 ③ 請求書等の提出先 
 
〒351-0192 
和光市広沢１－５ 
和光市子どもあんしん部保育サポート課 
※郵送も可（必要書類を揃えて送付してください） 

 

 ④ 請求時期と支払い時期 
 

請求は原則として、利用した月が属する年度中にご請求ください。 
ただし、２月分、３月分の請求については、領収書等の発行時期の都合上、年度

内での請求が困難な場合もありますので、翌年度の４月中までにお願いします。 
なお、次年度になってしまっても請求はできますが、施設の利用から２年以 

上経過した場合、請求できなくなってしまうので、お早めにご請求ください。 
支払い時期については、ご請求いただいた日より内容を審査の上、速やかにお支

払いいたしますが、請求後１か月～２か月お時間がかかる場合があります。 
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【施設等利用給付認定内容に変更が生じた場合】 

 
  認定内容に変更があった場合は、認定変更申請が必要となります。 
  保護者様より変更に係る書類を提出いただいた上、認定変更を行います。 

 
  ❶認定変更申請が必要な方 
   保護者の保育の利用を必要とする事由に変更が生じる場合 
 
  ❷変更申請に係る必要書類 

（１）施設等利用給付認定（変更）申請書 兼 教育・保育給付認定変更 
申請書（市窓口又は HP より取得可） 

（２）変更となった事由を証明する書類（事由に応じ、下表のとおり） 
 
 
 

 
 

変更内容 必要書類（9 ページと同じ） 

就労 （１）就労（予定）証明書 
（２）シフト表（シフト勤務の場合） 
（３）勤務開始証明書（就労開始より前に就労（予定）証明書を提出した場

合） 

妊娠・出産 （１）出産予定表 
（２）母子手帳のコピー（表紙及び出産予定日記載ページ） 

育児休業 （１）育児休業証明書 

疾病・障害 以下のいずれか一つ提出が必要 
（１）和光市指定様式による診断書 

（加療期間と保育状況が記載されたもの） 
（２）障害者手帳等の写し 

介護 （１）介護状況申告書 
（２）障害者手帳等/診断書/入院計画書/重度心身障害者医療受給者証の写し 

災害復旧作業 災害復旧に従事していることを証する書類 

求職活動 （１）求職活動申告書 

（２）ハローワーク受付票の写し 

（３）求職活動の活動状況がわかる書類 
（４）雇用保険受給資格者証の写し 

就学 （１）入学証明書/在学証明書の写し 
（２）時間割 
（３）学生証の写し 

結婚/離婚等に

よる世帯 構成

変更 

《結婚》 
（１）新たに世帯員となった方の保育を必要とする事由の必要書類 
《離婚》 
（１）ひとり親であることの申立書 
（２）離婚受理証明書/戸籍謄本/ひとり親家庭等医療費受給者証いずれかの

写し 
（３）離婚協議又は調停中であることがわかる書類の写し（離婚協議中又は

調停中の場合） 

※必要書類は、市役所窓口又は市ＨＰより取得できます。 

（市内幼稚園へ在園する場合は幼稚園でも取得可） 
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  ❸提出場所 
和光市保育サポート課 

    ※市内幼稚園へ在園する児童については、幼稚園へ提出可 
 
  ❹申請提出期限 
    原則 変更の原因となる事由が判明した時点での事前申請となります。（この

ため、求職活動中の場合で、採用予定で変更申請書＋就労証明書を提出
した場合は、就労開始後に勤務開始証明書を追加で提出いただきます） 

 ※例外は認められない場合がありますので、事前申請をお願いいたします。 
 

  ❺認定変更の効力 
原則 変更申請書もしくは必要書類が提出された日、又は保育の必要性の事

由が発生した日のどちらか遅い日から 
  ※「提出日」＝市役所窓口又は幼児教育施設の受理日 
例１：求職中だったが、６月１５日から就労の旨の申請を５月３１日に 

       受理→効力発生日６月１５日 
     
    例２：求職中だったが、５月１日から就労を開始する旨の申請を５月１５日

に受理 
   →効力発生日５月１５日 
 
例外 認定事由の更新については事由の発生日から 

    例１：７月末日で就労の契約期間が満了、８月１日より同じ職場にて契 
約更新し、申請を８月５日に受理 

       →効力発生日８月１日～ 
        認定期間８月１日～契約期間満了まで 
    例２：上記例１で退職前の７月２５日に申請を受理 
       →効力発生日８月１日～ 
        認定期間８月１日～契約期間満了まで 
 
   ❻認定期間 
    事由に応じて、認定期間（在園可能期間）が異なります。期間は次の表のと

おりです。 
    
 

認定事由 認定期間 

就労 雇用期間終了日まで 

妊娠・出産 出産日から起算して８週間が経過した日の翌日が属する月の月末 

育児休業 次のうち、いずれか早い日まで。 

・育児休業日の終了日の属する月の月末 

・育児休業対象児童が満１歳に達する日の属する年度の翌４月３０日 

疾病・障害 診断書又は障害者手帳の有効期限日まで 

※診断書に加療期間の記載ない場合は、診断書発行時から１年間。 

介護 介護状況終了まで（障害者手帳等/診断書/入院計画書等、添付書類の有

効期限で判断） 

求職活動 退職日の翌日から起算して２ヶ月が経過する日まで 

就学 在学期間終了まで 

※いずれも就学前が認定期間の最長となります。 
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保育所・認定こども園（保育所枠）・ 

小規模保育事業所等 

の利用について

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

令和 7（2025）年度保育実施年齢早見表 

クラス 生年月日 

０歳児                  令和 6（2024）年４月２日～ 

１歳児 令和 5（2023）年４月２日～令和 6（2024）年４月１日 

２歳児 令和 4（2022）年４月２日～令和 5（2023）年４月１日 

３歳児 令和 3（2021）年４月２日～令和 4（2022）年４月１日 

４歳児 令和 2（2020）年４月２日～令和 3（2021）年４月１日 

５歳児 平成３1（2019）年４月２日～令和２（2020）年４月１日 

 

保
育
園 
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【１】 申込期限                    

 

 

 

 

申
込
期
限 
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【４月１次入所申込】郵送受付について                  
 

和光市では、窓口の混雑緩和と、お子様のいらっしゃるご家庭の負担を軽減するこ

とを目的として、４月１次入所申込について、原則として郵送での受付としておりま

す。申込が初めての方等を対象に、一部窓口での受付も行いますが、郵送での受付に

ご協力をお願いいたします。それぞれの受付方法は、このような方に向いています。 

郵送での受付 窓口での受付 

・保育園の申込をしたことがある（兄 

弟姉妹の申込なども含む） 

・事前に電話や窓口で市に問い合わせ

をしており、分からないところは解決

できている 

 

・申込が初めてで、申込についての説明

動画を見たり、市に問い合わせたが、

なお分からないところがあり、直接

書類を見てもらいながら詳しい説明

を聞きたい 

・和光市外の自治体も併願したい 

 ※市外のみの申込は３3 ページ下を参照 

・入所予約事業を利用したい 

 ※入所予約事業は２８ページを参照 

※受付方法により、利用調整結果に優劣はありませんので、何卒郵送での受付に 

ご協力をお願いいたします。 

※今後、社会情勢等に応じて、全面的に郵送での受付となるなどの対応となる可能性

があります。その際は和光市ホームページで改めてお知らせいたします。あらかじ

めご了承ください。 

 

１ 郵送での受付について 

 申込に必要な書類を全て揃えていただいた上、郵送でご提出ください。不備等があ

った場合は確認のため受付完了が遅れることがありますのでご注意ください。 

郵送提出期間 

令和 6 年１０月２1 日（月）～１１月 8 日（金） 

（申込締切日必着。締切日を過ぎて書類が到達した場合、 

４月２次入所申込となります。） 

郵送先 〒351-0192 広沢 1-5 和光市役所 保育サポート課 宛 

※書類到着から１週間後を目安に、申込書類の受領書を発送します。 

受領証が届かない場合は、保育サポート課までお問い合わせください。 

※郵送中の事故については、市は責任を負いません。 

※郵送で提出する書類を直接保育サポート課に持参することもできます。 

（書類の受渡しのみとなり、その場で内容の確認は行いません。内容の確認まで希望

の場合は、以下の２「窓口での受付」に沿って予約をお願いします）。 
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２ 窓口での受付について（予約制）受付場所：市役所４階 ４０４会議室 

 ４月１次入所申込について窓口での受付を希望される場合、ＬＩＮＥもしくは電話

で予約の上、ご来庁をお願いします。なお、より多くの方のご予約を受けるため、お

一人様４５分までとさせていただきます。（兄弟２人分の申込の場合含む） 

受付期間 

令和 6 年１０月２1 日（月）～１１月１日（金）※ 

休日受付日：令和 6 年１０月２７日（日） ９：００～１６：００ 

夜間受付日：令和 6 年１０月３１日（木） ２０：００まで 

※郵送での提出期間と異なりますのでご注意ください。 

 

① ＬＩＮＥで予約 

（推奨。予約の空き枠がリアルタイムでわかります。電話口でお待たせすることなく予約

ができます。） 

詳細については別紙の「ＬＩＮＥでの窓口予約について」をご確認ください。 

 

② 電話で予約 

（お問い合わせ等でお電話が大変混み合う時期のため、お待たせしてしまう可能性があ

ります。） 

 予約対応期間：令和６年１０月１５日（火）～令和６年１０月３１日（木） 

（平日８：３０～１７：１５、先着順） 

電話番号：０４８－４２４－９１３０（保育サポート課直通） 

※この期間以外でお電話をいただいても予約を受けることはできません。また、上限に達

した場合、この期間中であっても受付を締め切る場合があります。 

 ※窓口での受付を予約できる日は、４月１次入所申込受付期間内となります。休日は枠が

少ないため、可能な限り平日のご来庁にご協力ください。） 

 

■窓口受付を予約する際の注意点 

 ※混雑緩和のため、窓口での受付の対応件数を制限し、対応件数が上限に達してしまった

場合には郵送での受付となります。また、電話の中で、窓口での受付の対応時間を調整さ

せていただきますので、必ずしもご希望の時間に予約できない場合がございます。あら

かじめご了承ください。 

 ※電話で予約いただけない場合は、原則として、郵送での受付と同様の対応（書類の受渡

しのみ）とさせていただきますのでご了承ください。 

※窓口での受付を希望される場合であっても、混雑緩和のため、保護者のお一人様のみが

お越しくださいますよう、ご協力をお願いいたします。また、あらかじめ確認したいこ

となどがある場合は、事前にお電話でお問い合わせいただくか、受付の時までにメモし

ておいていただくようお願いします。 

申
込
の
注
意
点 
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３ 和光市外の施設のみを希望する場合 

該当する施設がある自治体に申請期間や必要書類をご確認の上、直接市役所４階

の保育サポート課窓口にお越しください。（予約必要なし）  

 

 

 申込時の注意事項について  
■ 提出書類について 

 ①提出書類がそろわなければ、受け付けることができず、また選考時に正確な点数

が付けられないことがあります。不足書類がないようご注意ください。 

 ②提出書類の内容と異なる内容が確認された場合や、書類提出後に変更された 

事情について変更の手続をしていない場合、入所決定後に入所を取り消すこ 

とがあります。 

 ③【令和７年１月・２月・３月入所申込】と【令和７年４月１次入所申込】を同時

に申込を行う場合、年度ごとに申込が必要となりますので、【令和７年１月・２

月・３月入所申込】書類一式と【令和７年４月 1 次入所申込】書類一式を各１部

（うち１通は利用希望月を修正の上、コピー可。その場合は令和７年度の様式を

使用してください。）提出してください。 

 ④兄弟同時に申込を行う場合、それぞれ一式提出が必要となりますが、入所申込必

要書類（２９ページ参照）の①と保育を必要とする状況を証明する書類について

はコピーの提出が可能です。 

 

■ 希望する保育施設の選び方 

  保育施設を選ぶ際には、希望施設の数に制限はありませんので、通勤経路や 

自宅近く等、通える範囲で募集人数の有無にかかわらずなるべく多くの施設を 

ご記入ください。 

また、異なるクラス年齢同士の合同保育を行っている施設や、クラス年齢ごとに

保育を行っている施設等、保育の実施方法も様々です。 

  保育の実施方法や保育理念等、施設ごとに特色が異なりますので、施設案内をよ

くご覧いただき、ご不明な点は施設に確認するとともに、事前に施設に問合せをし

た上で、ご見学に行かれることをお勧めしています。 

 

■ 育児休業中に申込をされる方へ 

  育児休業を取得中の場合、入所決定後、入所する月の末日までに育児休業を取得

している事業所へ復職していただくことになりますのでご注意ください。 

  育児休業給付金を申請される場合は、申込必要書類が必要となる場合がございま

すので、コピー等していただき、手元にお控えください。 

※兄弟姉妹で同時に申込をした場合、利用調整の結果が兄弟姉妹ごとに承諾と 

不承諾とで分かれてしまったとしても、復職していただくことになります。 

利用調整の結果が分かれてしまうことを防ぐため、「２人以上同時に申込をす 

る場合」の条件として、兄弟姉妹が同時期に入所することを希望するという 

申込もできます。 
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■ 育児休業給付金の延長について  

  通常、１年間育児休業を取得された方（勤務先の会社が２年間まとめて育児 

休業の取得の手続きをしたという場合を含む）が育児休業給付金を延長する場 

合は、お子様の 1 歳の誕生日を含む月の入所申込をして、保育園に入所できなかっ

た旨の通知が必要となります。（特に１～３月生まれのお子様がいらっしゃる方は、

入所申込の締切が早いのでご注意ください。） 

  育児休業取得可能期間及び育児休業給付金の詳細については、勤務先の会社及び

会社の所在地を管轄するハローワークにお尋ねください。 

  各月の申込締切日までに入所申込をしていなければ、その月に入所できなかった

旨の通知は発行できませんのでご注意ください。また、利用調整前に取り下げ届を

提出された場合や、入所決定後に辞退届を提出された場合も、その月に入所できな

かった旨の通知は発行できません。 

 

■ 妊娠中に上の子の申込をされる方へ 

  上の子の入所が決定した場合、上の子の入所日と、下の子の出産日の時期に 

よって、育休取得の可否等、在園する上での要件が異なります。 

 

① 上の子の入所日が、下の子の出産後、８週間を経過する日の翌日（以下で 

は「５７日」といいます。）より前だった場合 

  上の子の入所時の認定は、母「妊娠・出産」事由になります。認定期間は 

出産日から起算して、５７日を経過した月の月末までです。その後に継続して

保育が必要な場合、以下の書類の提出が必要となります。 

ア 下の子の育児休業を取得する場合 

  教育・保育給付支給認定（変更）申請書 と 育児休業証明書 と 

（上の子の育休が終了したという意味の）復職証明書 

 ※下の子の育休期間中に上の子が保育園に在園できる期間については、必ず

４５ページをご覧ください。 

イ 求職活動をする場合（認定期間は最大で２か月間） 

  教育・保育給付支給認定（変更）申請書 と 求職活動申告書 

ウ 復職する場合 

  教育・保育給付支給認定（変更）申請書 と 復職証明書 

② 上の子の入所日が、下の子の出産後、５７日を経過した後だった場合 

入所決定後、入所希望日の属する月の末日までに復職していただくことに 

なります。その場合、下の子の保育の場の確保が必要となりますので、上の 

子の入所申込中に下の子が生まれた場合には、忘れずに、下の子が生まれた 

後５７日を経過した日が属する月の翌月の入所申込をしてください。 

 

■ 出生前の申込について 

  ４月１次入所申込に限り、出産予定日が２月３日以前となる予定の方は、申 

込期間内にお子様がお生まれになっていない場合、出生前の申込ができます。 

その場合、申請書のお子様のお名前を空欄のままお申し込みいただき、出生後、 

速やかに戸籍住民課に届け出た後に、必ず保育サポート課にお立ち寄りください。 
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■ 求職中で申込をされる方へ 

  保護者が求職中の場合、お子様の在園が可能な期間は入園日から起算して２ 

か月間です。この間に保育の必要性を証明する書類（就労証明書等）の提出が 

ない場合は、求職期間の満了後に退園となりますのでご注意ください。なお、就労

予定で就労証明書の記入がある場合、勤務が開始した後に勤務開始証明書を提出し

てください。 

 

■ 提出書類の変更について 

  申込後に希望施設を変更したい場合は、各月の選考締切日までに、希望施設 

変更届を提出してください。また、申込後に申込内容の変更があった場合は、以下

の書類が必要となりますのですみやかにご提出ください。 

 

■ 心身の障害や発達の遅れ等により個別の支援が必要となるお子様について 

  別途「チャレンジド保育」の申込がありますので、６２ページをご覧の上、事前

に保育サポート課保育センター（０４８－４８３－４４０７）までご相談ください。

申込期限も１７ページと異なりますのでご注意ください。 

  ※定員に余裕がある場合でも、集団保育が難しいとき、又は施設の状況、保 

育士等の配置を要する場合にそれができなかったとき等、入所決定となら 

ない場合があります。また、保育の利用日・利用時間は、入所決定後に施 

設と相談の上決定します。お子様の障害や配慮の内容により、保育時間が 

短縮となる場合があります。 

 

■ アレルギー対応食や宗教食を希望される方へ 

  保育施設の給食では、アレルギー対応食や宗教食を希望される方へ施設ごとに可

能な範囲で対応しておりますが、対応の内容は異なりますので、事前に入所を希望

する施設にご相談ください。 

 

 

■ 転園申込について 

  転園が決定してしまうと、転園元の施設には戻れません。お子様が通園中の 

施設に慣れてしまった等、転園の必要がなくなった場合は速やかに申込を取り 

下げてください。 

 

 

変更の内容 提出書類 

世帯員の変更等 教育・保育給付支給認定（変更）申請書 

就職、転職や勤務時間の変更等 就労証明書 

申込時の育児休業期間が変更（延長）した

場合 

育児休業証明書 

退職 求職活動申告書等、保育の必要性を証明する書類 

申込児童が認可外保育施設等の利用を開

始した場合（０～２歳児クラスに限る） 

保育園等在室証明書 

申込児童の下の子を妊娠した場合 出産予定表、母子手帳の写し 
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■ 入所中の児童が、入所申込をした年度と同年度中に転園申込を行う場合について 

  各月の申込締切日までに、「【転園申込用】希望施設変更届」をご提出ください。 

  ※対象者であっても、以前の申込後に就労の内容や世帯の状況等に変更があ 

った場合は、変更後の内容の就労証明書等が必要となります。 

※転園申込を行う年度に一度も入所申込をしたことがない方（連携施設に入園し

た方を含む）は、通常の申込と同様、書類一式が必要となります。 

 

■ 市外からの申込について 

P.３４「市外から和光市の保育所を申し込む場合」をご参照ください。 

 

■ 申込中に市外へ転出される場合について 
  和光市民としての申込を取り下げていただく必要があるため、転出届の提出時に

必ず和光市役所 保育サポート課の窓口にお立ち寄りください。 
  なお、取下げのお手続きをせずに転出していた場合、こちらで自動的に申込を取

り下げる扱いとさせていただきます。その際、通知等は送付いたしませんのでご了

承ください。申込が取下げられた場合、その後の選考は対象外となります。転出後

も引き続き和光市の申込を行う場合は、転出先自治体でのお手続きが必要となりま

すので、転出先自治体にお問合せください。 
 

■ 二世帯住宅で６５歳未満の祖父母等がいる場合について 
  二世帯住宅で６５歳未満の祖父母等がいる場合、祖父母等の就労証明書等、保育

を必要とする状況を証明する書類を提出していただく必要がございます。 
  また、以下の（１）又は（２）に該当する場合は、二世帯住宅に居住する親族（保

護者の直系血族及び保護者の兄弟姉妹に限る。年齢制限なし）のうちの最多収入者

を家計の中心者とみなし、保護者の市町村民税所得割額に合算して保育料を算定し

ます。ただし、生計が別であることを証明する書類（電気・ガス・水道いずれかの

支払い明細書の写し）を添付していただければ合算しません。 

（１）父、母いずれもが収入１０３万円未満 

   （被扶養者である場合は、収入１０３万円未満と見込んで算定を行います。） 

（２）ひとり親世帯で収入１０３万円未満 

 

 申込の Q＆A  
Ｑ１ 申請書の記入方法がわかりません。 

Ａ１ 主な申請書の記入例については、保育サポート課窓口と和光市ホームページに

あります。また、ホームページ上の動画でも説明しておりますのでご参照くだ

さい。なお、申請書などの様式については、ホームページのＴＯＰページから

「子育て・教育」→「和光市子育て支援サイト」→「『入所案内』と検索」→「（令

和〇年度）認定こども園・保育園・小規模保育事業所等 入園・入所案内」が

出てきます。今後市のホームページのリニューアル等により、掲載場所が変更

となる場合があります。 

申
込
Ｑ
＆
Ａ 
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Ｑ２ 教育・保育給付認定とは何ですか。 

Ａ２ 幼稚園（新制度に移行した施設のみ）、保育所、認定こども園、小規模保育事

業所、事業所内保育事業所を利用するために必要なものです。新制度に移行し

ていない幼稚園の利用者等が受ける、「施設等利用給付認定」とは別の制度とな

ります。 

認定を受けた方には、保育の必要性の有無や、保育必要量等の認定内容を記載

した「支給認定証」を発行します。保育を必要とされる方は、保育必要量（労

働時間等）に応じ「保育標準時間」または「保育短時間」の区分で認定され、

利用できる保育時間等が異なります。（４７ページ参照） 

なお、実際の保育施設の預かり時間は、原則として、保育の必要性が認められ

る時間（例：就労の場合、勤務時間と通勤時間＋１５分程度）となり、各認定

の保育時間の上限まで預けられるわけではありませんので、ご注意ください。 

 

Ｑ３ 教育・保育給付認定に期限はありますか。また、求職活動中の場合はいつまで

認定されますか。 

Ａ３ 教育・保育給付認定には、期限があります。期限は保育の必要性の事由ごとに

異なります。 

例えば、求職活動中で申し込んだ方は、認定日から２か月が認定の期限となり

ます。（例：４月１日認定…５月３１日まで）（４５ページ参照）認定の期限ま

でに就労証明書等の保育の必要性の事由に該当する証明書を提出していただく

ことで、継続して認定を受けることができます。なお、認定の有効期間が過ぎ

た場合でも、申込を取り下げない限り利用調整は行いますが、入所が決まった

際には市から通知を行いますので、その内容に沿ってお手続きください。 

 

Ｑ４ 保育必要量（保育時間）の認定はどのように決められるのですか。 

Ａ４ 原則として、保護者の就労等の時間が月１２０時間以上の場合は保育標準時間

とされ、保護者の労働等時間が１２０時間未満の場合（育児短時間勤務取得で

１２０時間未満の方含む）や、求職活動中や育児休業中の方については、保育

短時間の認定となります。（４７ページ参照） 

 

Ｑ５ 保育標準時間、保育短時間の保育時間は何時から何時までですか。 

Ａ５ 保育標準時間については７時から１８時までの１１時間（市内幼稚園型認定こ

ども園は７時３０分から１８時３０分まで）、保育短時間については８時３０分

から１６時３０分までの８時間となります。（４７ページ参照） 

しかし、利用時間は通勤時間や労働時間等、保育の必要な事由に応じて保育園

等が決定することになりますので、実際に利用できる時間は上記の保育時間よ

り長くなることも、短くなることもあります。利用時間に関しましては、入所

が決まった保育園等にご相談ください。ただし、保育標準時間なら１８時以降、

保育短時間なら７時から８時３０分の間及び１６時３０分以降の利用は、時間
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外保育料がかかります。 

なお、保育標準時間と保育短時間は保育料（利用者負担額）が異なります。（３

７ページ参照） 

 

Ｑ６ 利用者負担額（保育料）以外にかかる費用はありますか。 

Ａ６ 世帯の市町村民税額に基づき、市が算定する利用者負担額（保育料）以外にも、

「時間外保育料」が発生することがあります。時間外保育は施設の独自事業の

ため、時間外保育料は施設によって異なります。希望施設を検討する際には、

必ずご確認ください。（別冊施設案内参照）また、時間外保育料以外にも、給食

費や教材費など、その他の諸経費が発生することもあります。 

 

Ｑ７ ０～２歳児クラスを対象とする小規模保育事業所等（和光駅前保育園、さいた

ま保育園（地域枠）を含む。以下 Q８まで同じ）を利用することになった場合、

卒園を迎えたらどうなるのですか。 

Ａ７ ０～２歳児クラスを対象とする小規模保育事業所等の一部には、卒園後の通い

先を確保するため、「連携施設」（認定こども園や幼稚園、保育所）が設定され

ています。地域の実情を踏まえ、連携施設に優先的な利用枠を設けること等に

より、卒園後に引き続き保育を希望される場合の円滑な利用を図っています。

連携施設の設定に至っていない施設につきましては、引き続き保育を希望する

には３歳児クラスで再度利用調整の申込が必要となりますが、優先保育の基準

の指数表②の６番により小規模保育事業所等に入所されていない方の申込より

も優先とする取扱いをしています。（７１ページ参照）現在連携施設を設定して

いる小規模保育事業所及び優先取扱いの詳細については５９～６０ページを参

照してください。 

 

Q８ 連携施設がある小規模保育事業所等はありますか。 

Ａ８ 和光市では、一部の事業者で、連携施設を設定した運営がされています。連携

施設がある小規模保育事業所等に通所している方は、３歳児クラスに進級する

際、在園している小規模保育事業所等の連携施設に通所することが可能となり

ます。なお、連携施設以外の施設を希望する場合には、別途申込が必要となり

ますが、利用調整の優先の順序があるのでご注意ください。（５９～６０ページ

参照） 

 

Ｑ９ 入所を辞退した場合、次回からの利用調整（審査）で不利になりますか。 

Ａ９ 希望されていた保育園等に入所内定（決定）となった後、入所を辞退された場

合、翌年度の４月１次の利用調整まで、２点の減点となります。 

例：令和７年度の入所を辞退した場合 

⇒令和 8 年の４月１次の利用調整時まで２点の減点（７１ページ参照） 
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Ｑ10 利用調整（審査）はどのような方法ですか。先着順ですか。 

Ａ10 先着順ではありません。利用調整については３２ページをご覧ください。 

 

Ｑ11 指数はどのような場合に変わりますか。 

Ａ11 例えば、今まで自宅で保育されていた０～２歳児のお子様が、認可外保育施

設等に入所して復職した場合や、保護者の方の勤務時間や勤務日数が増えた

場合等には指数が上がります。一方、会社を退職されたり、勤務時間や勤務日

数が減った場合等には、指数が下がることになります。 

いずれの場合にも、変更が生じた際は必要書類を提出していただきます。（４

９ページ参照） 

※提出書類の内容と異なる内容が確認された場合や、提出書類後に変更 

された事情について変更の手続をしていない場合、入所決定後に入所 

を取り消すことがあります。 

 

Ｑ12 募集人数が生じていない保育施設を申し込むことはできますか。 

Ａ12 お申し込みできます。申込後に退所や転所により新たに空きが生じる場合が

ありますので、募集人数の状況にかかわらず、希望する施設はすべてお申し

込みください。 

 

Ｑ13 希望園はいくつくらい書けば良いですか。 

Ａ13 最低でも５～１０施設程度希望していただくことが多いですが、それでも入

所希望者が多いため、入所できる定員には限りがございますのでご了承くだ

さい。できる限り通える範囲内で希望園を書いていただくほうが入所できる

可能性が広がります。 

 

Ｑ14 申込から入所までの流れを教えてください。 

Ａ14 利用調整後、申込をされたすべての方へ利用調整結果通知書を送付します。

その後、入所決定された方は、入所施設でお子様の面談・入所説明会への出席

や利用契約等を行っていただく必要があります。（４８ページ参照） 

 

Ｑ15 入所不承諾となった場合、毎月入所申込をしなければならないのですか。 

Ａ15 申込は年度内（３月入所分まで）は有効となりますので、毎月する必要はあ

りません。なお、翌年度以降、引き続き利用を希望される場合には、あらため

て申込が必要となります。 

 

Ｑ16 希望施設を変更したいのですが、必要な書類はありますか。 

Ａ16 「希望施設変更届」を対象月の申込期間中（１７ページ参照）にご提出くだ

さい。 

 

Ｑ17 申込を取り下げたいのですが、必要な書類はありますか。 

Ａ17 速やかに「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業申込取下届」をご提
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出ください。 

 

Ｑ18 現在小規模保育施設等に通っていて、連携施設の設定がなく、卒園後の保育

園への申込を行うときは、指数の加点はありますか。 

Ａ18 指数の加点ではなく、優先保育の基準に該当します。（４６ページの８番）そ

の場合、認可外の保育施設在園のお子様や家庭保育のお子様等、優先に該当

しない世帯よりも優先的に選考を行います。しかし、入園をお約束するもの

ではないため、希望園は通える範囲でなるべく多くご記入ください。なお、市

外に住民票があり市内の小規模保育施設等に通っている場合は対象となりま

せん。 
 

Ｑ19 転園希望で申込の場合、新規申込の方と比べて、審査上不利になりますか。 
Ａ19 転園申込の場合も、新規申込の方と同じ審査基準となります。 
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 入所予約事業について  
※本事業は出産後に職場に復帰する保護者への支援として、令和２年度から実施し

ている事業になります。 

※入所予約事業を利用したお申込みをされる方は、１９ページの「窓口での受 

付（予約制）」を取って、窓口にお越しください。 

入所予約（下図の③）により内定を受けた方は、１歳に達するまで育児休業を取得

してから入所することができます。また、１歳に達する前に育児休業を切り上げて復

職することはできません。 

 

 

 

＜概要＞ 

１ 対象者 

  申込時点で市内に住所を有し（転入予定者で転入誓約書及び売買契約書又は賃

貸借契約書の写しを添付できる者を含む。）、かつ令和６年５月１日から令和７年

４月１日までに出生することが予定される子の保護者 

 子が１歳に達するまで育児休業を取得することができる保護者 

 

２ 実施施設と対象人数 

実施施設 対象人数 

キッズエイド和光保育園 ３名 

キッズエイド吹上保育園 ３名 

ハレルヤ保育園 ２名 

和光なかよしこども園 ３名 

 

３ 受付期間（出生日により異なります。）   

・令和６年１０月１日から令和７年４月１日までに出生予定の方 

⇒令和７年４月１次申請期間（１次の利用調整後に空き枠がある場合、４月２次

でも受け付けます。５月選考以降は受け付けません。） 

・令和６年５月１日から令和６年９月３０日までに出生の方 

⇒令和７年４月２次申請期間（１次の利用調整後に空き枠がある場合に限ります。

５月選考以降は受け付けません。） 

 

４ 必要書類  入所申込に必要な書類一式と、和光市入所予約事業の利用に関 

する誓約書 ※誓約書の注意事項を必ずご確認ください。 

入
所
予
約
事
業 
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【２】 申込に必要な書類                    

次の≪Ⅰ≫・≪Ⅱ≫・≪Ⅲ≫に該当する書類をご提出ください。 

 ※必要書類のうち、和光市様式のものについては和光市 HP からダウンロードでき

ます。 

≪Ⅰ≫ 入所申込必要書類                         

入所申込に必要な書類は次の①～⑤は、必ずご提出ください。 

① 教育・保育給付認定（変更）申請書 

② 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所利用申込書 

 別紙 利用調整希望施設（②の裏面） 

③ 家庭状況票 

④ 確認同意書 

⑤ マイナンバー提供について ※郵送申込の場合、提出不要 

（１）「マイナンバー確認書類」と（２）「本人確認書類」をお持ちください。 

マイナンバー確認書類一覧  

 必要書類 

（１）マイ

ナンバー確

認書類 

個人番号カード、通知カード、 個人番号が記載さ

れた住民票の写し・住民票記載事項証明書 いずれか１点 世帯全員分 

（２）本人

確認書類 

個人番号カード、運転免許証、パスポート、身体障

害者手帳等  
いずれか１点 

来庁者のみ 
公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手

当証書、特別児童扶養手当証書等 
いずれか２点 

※番号確認と本人確認が併せてできるのは、個人番号カードのみです 

 

≪Ⅱ≫ 保育を必要とする状況を証明する書類                

保育を必要とする状況を証明する書類として次の❶～❾の保護者の状況に応じた

必要書類をご提出ください。 
 
※保護者それぞれの書類が必要です。 
 
※保育を必要とする状況が複数ある場合はそれぞれの書類の提出が必要です。 
 
※令和７年４月１日時点で、１８歳以上６５歳未満の同居の世帯員がいる場合は、

その方の保育を必要とする状況を証明する書類が必要となります。（二世帯住宅
の場合も同じ） 

 
※学童クラブと併願する場合で、次の❶・❷・❸・❹・❺・❻・❾に該当する場合は、 
学童クラブ申請時にコピー提出可。 
 
 

申
込
書
類 
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保護者の状況 必要書類 備考 
チェック欄 

父 母 

❶就労 

（育休中の方含む） 

①就労（予定）証明書（必須） 

シフト勤務の方のみ（必須）↓ 

②直近４週間の就労実績表又はシフト表を３か月分 

①は必須 

※就労証明書の有効期間は、申

請日より３か月以内の証明日が

有効となります。 

□ □ 

❷就労 

（自営業・個人事業

主） 

①就労（予定）証明書（必須） 

②直近の確定申告書の写し 

③営業許可証 

④会社登記簿謄本 

⑤その他営業の事実が確認できる書類 

シフト勤務の方のみ（必須）↓ 

⑥直近４週間の就労実績表又はシフト表を３か月分 

①は必須 

※就労証明書の有効期間は申請

日より３か月以内の証明日が有

効となります。 

 

②～⑤はいずれか一つ 

□ □ 

❸妊娠出産 
①出産予定表 

②母子手帳の写し（氏名記載箇所及び出産予定日の記載

箇所） 

①と②はともに必須 

 

□ □ 

❹傷病 
保育の要否に係る診断書（保護者用） 和光市指定様式に限ります。 

※原則、診断書の有効期間は、

申請日より３か月以内の証明日

が有効となります。 

□ □ 

❺障害 
①身体障害者手帳（４級以上）の写し 

②精神障害者保健福祉手帳（３級以上）の写し 

③療育手帳（C 以上）の写し 

④保育の要否に係る診断書（保護者用） 

①～④のいずれか一つ 

※原則、診断書の有効期間は、

申請日より３か月以内の証明日

が有効となります。 

□ □ 

❻介護 
①介護状況申告書（必須） 

②被介護者の診断書 

③身体障害者手帳の写し又は精神障害者保健福祉手帳

の写し又は療育手帳の写し 

④介護保険証の写し 

⑤重度心身障害者医療費受給者証の写し 

⑥入院計画書 

①は必須 

②～⑥については該当するもの

すべて提出が必要 

□ □ 

❼災害復旧 
災害復旧に従事していることが証明できる書類等  □ □ 

❽求職活動 
①求職活動申告書（必須） 

②ハローワーク受付票（必須） 

③求職活動の活動状況がわかる書類 

④雇用保険受給資格者証の写し 

②～④は該当するものすべて提

出が必要 

※これから求職活動を行う方に

ついてもハローワーク受付票は

必須です。 

※左記の書類により求職活動の

活動状況が確認できない場合

は、認定を受けることができま

せん。 

□ □ 

❾就学 
①在学証明書など在学期間がわかる書類（合格通知の写

し等）※１ 

②時間割表等※２ 

①と②は必須 

※１ 学生証の写しでも可 

※２ 就学している曜日・時間

がわかる書類。 

□ □ 

上記と併せて以下の世帯状況の方は、ご提出ください。（上記の事由に該当せず、ひとり親世帯の場合は保育の必要性事由に該当しません。） 

❿ひとり親
世帯の場合 

①ひとり親の申立書 

②離婚受理証明書/戸籍謄本/ひとり親家庭等 
医療費受給者証いずれかの写し 

③離婚協議又は調停中等であることの書類 

③は協議中・調停中の場合

のみ提出してください。 

□ □ 
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≪Ⅲ≫ 優先保育・保育の必要性の基準の調整に必要な書類                      

次の（１）及び（２）の各項目に該当する場合のみ必要書類をご提出ください。 

 

（１）優先保育 

次の❶～❼の優先保育の事由に該当する場合に必要な書類は以下のとおりです。該当

する場合のみ必要な書類をご提出ください。 

 

 

優先保育の事由 必要書類 備考 チェック欄 

❶ひとり親家庭 ①ひとり親であることの申立書 

②ひとり親家庭等医療費受給者証 

③戸籍謄本※１ 

④離婚受理証の写し※１ 

⑤調停期日通知書等の写し※２ 

⑥離婚協議中であることがわかる書類

の写し（弁護士との契約書等）※３ 

⑦離婚裁判関係書類の写し※４ 

①は必須 

②～⑦については該当する書類をご

提出ください。 

※１ 離婚している場合 

※２ 離婚調停中の場合 

※３ 離婚協議中の場合 

※４ 離婚裁判中の場合 

□ 

❷生活保護世帯で

就労により自立が

見込まれる世帯 

①ハローワーク受付票の写し 

②生活保護受給者証の写し  

 

□ 

❸生計維持者の失業 ①離職証明書や離職票の写し  □ 

❹児童の障害 ①身体障害者手帳（４級以上）の写し 

②精神障害者保健福祉手帳（３級以上）

の写し 

③療育手帳（C 以上）の写し 

④保育の実施に係る意見書（児童用） 

①～④に該当するものすべて提出が

必要 

□ 

❺育児休業 ①育児休業証明書 ※就労（予定）証明書に育児休業期間の記

載のない場合のみ提出が必要 
□ 

❻市内認可保育所

にて勤務する保育

士 

①就労（予定）証明書 

②保育に従事する誓約書 

③保育士資格証等の写し 

①～③は必須 

※就労（予定）証明書については、市

内認可保育所にて勤務する場合に限

り優先保育の基準に該当する。 

□ 

❼家庭保育室・認可

外保育施設・一時保

育室等有償で保育

を受けている（０～

２歳児のみ） 

①保育室等在室証明書 

（みなみ・しらこ一時保育室利用の場合

は提出は不要です。利用している旨を申

込に必要な書類の家庭状況票等でお示

しください。） 

※複数の預け先を利用している場合

は、それぞれの事業所の証明書が必

要。 

※１日４時間以上かつ月１２日以上

利用し、就労している方（育児休業中

の方は対象外） 

□ 
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（２）保育の必要性の基準の調整 

次の❶～❷の保育の必要性の基準の調整事由に該当する場合に必要な書類は、以下の

とおりです。該当する場合のみ必要な書類をご提出ください。 

 

【３】 利用調整（審査）について                

利用調整（審査）は、和光市保育の必要性の認定に関する条例及び条例施行規則に

基づき、入園可能者の調整を行うものです。 

保育の必要性を指数化し、保育の必要性の指数の高い方から希望順位ごとに利用調

整を行うことを基本とし、世帯状況等を総合的に勘案し子ども・子育て支援会議支給

認定審査部会の合議により審査しています。 

 また、希望順位を参考にするのは第５希望までとなります。第６希望以降の希望園

については、希望順位は問わず希望園の中で利用調整を行います。 

 

① 利用調整の優先順位 

   和光市民※ ＞ 市外在住市内在勤者 ＞ 市外在住市外在勤者 

※ 転入予定者・転園者を含みます 

 

② 利用調整の基本イメージ（参考例） 

例１：a 園の１枠とｄ園の１枠の利用調整の場合（その他の園に空きがない場合） 

申請者 指数 第一希望 第二希望 第三希望 第四希望 第五希望 入所決定園 

A さん ６０点 a 園 c 園 d 園 e 園 b 園 a 園 

B さん ６０点 b 園 c 園 a 園   不承諾 

C さん ５８点 a 園 c 園 d 園 e 園 b 園 ｄ園 

D さん ５７点 ｄ園     不承諾 

※その他の申請者の申請状況（世帯状況等）を総合的に勘案し、支給認定審査部会の

合議において審査するものとします。 

 

 

 

調整事由 必要書類 備考 チェック欄 

❶１８歳以上６５

歳未満の同居の祖

父母等がいる世帯

の場合 

①同居親族等の保育を必要とする状況

を証明する書類 

P.２９・３０を参照し、同居の親族等

の該当する事由ごとに必要な書類を

ご提出ください。 
□ 

❷市外から和光市

へ転入予定で申込

を行う場合 

①転入誓約書 

②転入先住所がわかる書類の写し（売買

契約書・賃貸借契約書等） 

①と②は必須 

②について申込締切日までに提出が

ない場合は、保育の必要性の基準の

調整に該当するものとします。 

□ 
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例２：a 園の１枠の利用調整の場合（その他の園に空きがない場合） 

申請者 指数 第一希望 第二希望 第三希望 第四希望 第五希望 入所決定園 

A さん ６０点 a 園 c 園 d 園 e 園 b 園 a 園 

B さん ６０点 b 園 c 園 a 園   不承諾 

C さん ６０点 a 園 c 園 d 園 e 園 b 園 不承諾 

D さん ５７点 ｄ園     不承諾 

⇒A さんと C さんで指数が同点かつ希望順も同じとなっている場合、A さんと C さ

んの申請状況（祖父母・兄弟児等）について、総合的に勘案し支給認定審査部会の合

議において審査するものとします。 

 

【４】 和光市外の保育施設を申し込む場合          

和光市民又は和光市を転出予定の方が、和光市以外の保育所への入所申込を行う場合、

以下の点にご注意の上お手続きください。 

 

① 申込期限 

   各自治体により申込期限が異なるため、当該自治体の申込期限に合わせて申込

を行ってください。申込期限の約１０日前までに必要書類をご提出ください。申

込期限については、必ず事前に当該自治体にご確認ください。 

 

② 申込窓口 

   市外の保育所を申し込む場合、転出予定の方は直接転出先の自治体にお申し込

みください。 

転出予定がない方は、和光市を経由する必要があるか、自治体に確認いただい

た上で必要がある場合は、和光市役所保育サポート課窓口にてお申し込みくださ

い。申込受付後、和光市から当該自治体へ申込書類一式を送付いたします。 

 

③ 申込に必要な書類 

   申込に必要な書類は各自治体で異なります。必要書類は必ず事前に当該自治体

にご確認ください。 

 

④ 和光市の保育所と市外の保育所を併願する場合 

   和光市の保育所入所申込と市外の保育所入所申込をそれぞれに行ってくださ

い。希望園については、和光市と市外の保育所を混ぜてご記入ください。 

（例：第１希望 A 園（和光市）、第 2 希望 B 園（和光市）、第 3 希望 C 園

（市外）、第 4 希望 D 園（市外）、第 5 希望 E 園（和光市）・・・） 

   市内外の希望園合わせて第６希望以上ある場合、和光市内園のみの場合の第１

～第５希望までの順位を別紙もしくは余白にご記入ください。 
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⑤ 受託制限について 

   自治体により、市外からの申込を制限している場合がございます。詳細につい

ては必ず事前に当該自治体にご確認ください。 

  （例：在勤又は転入予定でない方の０歳児の入所申込は受け付けない。在勤又は

転入予定でない方の公立の保育所への入所申込は受け付けない等） 

 

⑥ 利用調整について 

   和光市外の保育所の利用調整は各自治体において各自治体の基準にて行われ

ます。 

 

【５】 市外から和光市の保育所を申し込む場合       

和光市へ転入予定の方、市外在住の方が和光市の保育所を申し込む場合は、以下の点

にご注意ください。 

 

① 申込期限 

   和光市の保育所入所申込期限を厳守してください。（P.１７参照） 

   郵便事情があるため余裕をもってお申し込みください。 

 

② 申込窓口 

   入所希望月までに和光市に転入予定がある方は、直接和光市保育サポート課ま

でお申し込みください。（郵送可）転入予定で申し込んだ方は、和光市へ転入後、

必要な手続きがございますので和光市役所保育サポート課窓口に必ずお立ち寄

りください。 

和光市に転入予定のない方は、申込児童の住民登録をしている自治体の保育所

担当窓口にてお申し込みください。 

 

③ 申込に必要な書類 

   全て和光市様式にてご提出ください。必要な書類は（P.２９参照） 

   必要な書類は和光市ホームページよりダウンロードが可能となります。 

  

 ■その他市外からの申込の場合に必要な書類 

 ●全員提出  

申込児童の母子手帳の最新の健診のページ（写し） 

 ●転入予定の方の場合は提出 

  和光市へ転入予定の方は、以下の書類が必要となります。すべて揃わない場合は、

保育の必要性の基準の調整に該当し減点となりますのでご了承ください。 

  ① 転入誓約書 

  ② 転入先住所等がわかる書類の写し（住所・契約日や引き渡し日・契約者がわ

かる売買契約書や賃貸借契約書等） 
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④ 和光市の保育所と和光市外の保育所を併願する場合 

   和光市の保育所入所申込と市外の保育所入所申込をそれぞれに行ってくださ

い。希望の保育所については、和光市と市外の保育所を混ぜてご記入ください。

その際、和光市の希望施設上位５つがわかるようにご記入ください。 

（例：第１希望 A 園（和光市）、第 2 希望 B 園（和光市）、第 3 希望 C 園

（市外）、第 4 希望 D 園（市外）、第 5 希望 E 園（和光市）・・・） 

 

⑤ 受託制限について 

   和光市では、和光市に住民登録がある方を優先して利用調整を行います。その

ため市外の方の申込については、以下のとおり一定の制限を行います。ご理解い

ただきますようお願い申し上げます。 

受託制限区分 

申込者 / 希望園 公設保育所 民設保育所 

転入予定者 〇 〇 

市内在勤者 〇 〇 

上記以外の市外在住者 × △ ※１ 

※１ ０歳児クラスの申込は不可。 
⑥ 利用調整について 

   利用調整については、３２ページをご参照ください。 

また、和光市へ転入予定の方は、転入誓約書及び転入先住所等がわかる書類（P.

３４参照）の提出により和光市民と同様に取り扱いいたします。申込締切日まで

にすべて揃わない場合は、保育の必要性の基準の調整に該当し、減点となります

のでご了承ください。 

   

⑦ 転入後の手続きについて（転入予定で申込をした方のみ） 

   和光市へ転入後、必要な手続きがございますので和光市役所保育サポート  

課窓口に必ずお立ち寄りください。また、入所開始月の１日までに和光市にて住

民登録手続きを行っていただき、保育サポート課にて必要なお手続きを行ってい

ただきますようお願いいたします。手続きが確認できない場合は入所取消・退園

となりますのでご注意ください。 
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【６】 利用者負担額（保育料）について         

利用者負担額（保育料）は、世帯の所得の状況等を勘案し、国が定める水準を上限

として市が定めることとなっており、利用者負担額の階層区分は、市町村民税所得割

課税額に基づき決定されます。 

４月から８月までの保育料は、保育を利用する年度の前年度の市町村民税所得割

額により、９月から３月までの保育料は、保育を利用する年度の市町村民税所得割額

により決定します。 

 例：2025 年 4 月～8 月⇒2024 年度（R5.1.1～R5.12.31 の収入）の市町村民

税所得割額により保育料を算定 

2025 年 9 月～2026 年 3 月⇒2025 年度（R6.1.1～R6.12.31 の収入）

の市町村民税所得割額により保育料を算定 

※年齢は、当該年度の４月１日現在の年齢（年度の途中で年齢が上がっても、４月１

日の年齢で保育料を算出します。） 

※保育施設の種類、市内・市外に関わらず、和光市において教育・保育給付認定を受

けた方は、下記の和光市の基準により保育料を算出します。 

※市町村民税所得割額は、「市民税・県民税課税証明書」や「給与所得等に係る市町

村民税・県民税特別徴収税額の決定通知書」等の市民税（県民税部分は除く）の所

得割額欄の金額から確認いただけます。（※保育料算定の基準となる市民税所得割

額の計算には、住宅ローン控除、寄付金控除、配当割額・株式等譲渡所得割額控除、

配当控除、外国税額控除は適用されません。控除前の金額で計算してください。） 

※市民税所得割額は、確定申告又は住民税申告が未申告の場合、保育料が算定できな

いため必ず申告を行ってください。未申告の場合、保育料を最高階層とする場合が

あります。 

※病気その他の理由で、保育施設をお休みした日があった場合でも、利用者負担額に

変更はありません。また、休園期間中であっても保育料をご納付いただく必要があ

ります。なお、休園可能な期間は年度内３か月までです。 

※２０２４年１月１日時点で指定都市に居住されていた場合、税源移譲に係る対応と

して、市民税所得割額を税源移譲前の市民税率で算定します。 

 
同居親族がいる場合 

同居の親族がいる以下の（１）又は（２）に該当する場合は、家計の中心者を同居親族（保護者
の直系血族及び保護者の兄弟姉妹に限る）とみなし、保護者の市町村民税所得割額に合算して保育
料を算定します。 

（１）父、母いずれもが収入１０３万円未満 
   （被扶養者である場合は、収入１０３万円未満と見込んで算定を行います。） 
（２）ひとり親世帯で収入１０３万円未満 
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世帯階層区分 
利用者負担額（月額） 

３歳未満児 ３歳以上児 

階層 定義 保育標準時間 保育短時間 保育標準時間 保育短時間 

第１階層 生活保護世帯 無料 

無料 

第２階層 
第 1 階層に該当する世帯を除き、当該年度分（４月から

８月までは前年度分）の市町村民税が非課税の世帯 
無料 

第３階層 
第 1 階層及び第２階層に該当する世帯を除き、市

町村民税所得割額が０円の世帯 
7,200 円 7,080 円

第４階層 

第１階層から第３階

層に該当する世帯を

除き、市町村民税の

所得割額が次の区分

に該当する世帯 

 

 

市町村民税所得割額 

48,600 円未満 
15,600 円 15,330 円

第５階層 
市町村民税所得割額 

48,600 円以上 
24,000 円 23,590 円

第６階層 
市町村民税所得割額 

57,700 円以上 
24,000 円 23,590 円

第７階層 
市町村民税所得割額 

97,000 円以上 
32,040 円 31,500 円

第８階層 
市町村民税所得割額 

133,000 円以上 
35,600 円 34,990 円

第９階層 
市町村民税所得割額 

169,000 円以上 
43,920 円 43,170 円

第１０階層 
市町村民税所得割額 

235,000 円以上 
48,800 円 47,970 円

第１１階層 
市町村民税所得割額 

301,000 円以上 
57,600 円 56,620 円

第１２階層 
市町村民税所得割額 

349,000 円以上 
64,000 円 62,910 円

第１３階層 
市町村民税所得割額 

397,000 円以上 
70,400 円 69,200 円

第１４階層 
市町村民税所得割額 

445,000 円以上 
76,800 円 75,490 円

第１５階層 
市町村民税所得割額 

493,000 円以上 
83,200 円 81,790 円

 
※令和６年度中に行った利用者負担額（保育料）の改正により、令和７年度より 13 階層から 15 階

層に変更となります。 
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～（参考）利用者負担額（保育料）を決めるにあたって～ 

和光市の利用者負担額（保育料）は、国が定める各階層に応じた徴収限度額に、８割を乗じて
得た数を各階層の保育標準時間徴収額としています。⑤、⑥、⑦の階層については、２分割し、
下位の階層については国階層徴収限度額に７割２分を乗じて得た数を徴収額としています。 
 保育短時間においては、保育標準時間の徴収額から公定価格（子ども一人当たりの保育に通常
要する費用）における標準時間と短時間の価格差 1.7％を減じて得た数を徴収額としています。 

なお、利用者負担額（保育料）は、３年ごとに見直しを行います（令和７年度は階層が 13 階
層から 15 階層に変更となります）。 

《国が定める上限額は以下のとおりです。》 

世帯階層区分 

利用者負担額（月額） 

３歳未満児 

保育標準時間 保育短時間 

①生活保護世帯 0 円 0 円 

②市町村民税非課税世帯 0 円 0 円 

③所得割課税額 

48,600 円未満 
19,500 円 19,300 円 

④所得割課税額 

97,000 円未満 
30,000 円 29,600 円 

⑤所得割課税額 

169,000 円未満 
44,500 円 43,900 円 

⑥所得割課税額 

301,000 円未満 
61,000 円 60,100 円 

⑦所得割課税額 

397,000 円未満 
80,000 円 78,800 円 

⑧所得割課税額 

397,000 円以上 
104,000 円 102,400 円 
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【７】利用者負担額(保育料)の助成について（0～2 歳児クラス）       

和光市では、平成２７年４月に行った利用者負担額（保育料）の改正に併せて、多子、生

活困窮等の事由により、経済的な負担の軽減を図ることが必要な教育・保育給付認定保護者

（以下「保護者」）に、以下のとおり利用者負担額助成を実施します。なお、当該助成は、利

用者負担額の見直しとともに、３年ごとに見直しを行います。 

①多子世帯利用者負担額助成 

②生活困窮世帯利用者負担額助成 

 

※利用者負担額（保育料）の負担について 

①②のいずれの助成についても、一度保育料を納付いただいた上で、後日保護者様より申

請いただき（上半期分：１０～１１月頃、下半期分：４～５月頃）、市が支払うものです。

利用当初より保育料が無料又は減額されるものではございません。 

※申請について 

利用者負担額（保育料）助成については、申請が必要となります。 

 助成にあたり、保育料の滞納がないことが要件となります。入所決定後、対象の世帯へ市

より申請書類を送付いたします。 

申請書等を受理後、滞納の有無等助成の可否について、判定の上、助成いたします。 

対象者 以下の全てを満たす子どもの保護者 

※既に多子軽減等で利用者負担額が無料である場合は除く 

①保護者の子どもが３人以上同居している世帯に属すること。 

②第３子以降の子どもであること。（第１子・第２子の年齢不問） 

③保育を利用する年度の４月１日時点で、３歳未満の子どもであること。 

④保育園・認定こども園・小規模保育事業所等において保育を利用している子どもで

あること。 

助成額 保護者が負担する第３子以降の保育園・認定こども園・小規模保育事業所等の利用に

係る利用者負担額全額 

対象者 利用者負担額が第３階層及び第４階層に該当する子どもの保護者 

※多子世帯利用者負担額助成に該当する場合を除く 

※ひとり親世帯等の減免を受けている場合を除く 

助成額 

（月額） 

下記の表のとおり。階層、年齢、保育必要量の認定により助成額が異なります。 

 

階層 

年齢及び認定 

３歳未満 

標準認定 短時間認定 

第３階層 ６，２００円 ６，０８０円 

第４階層 ５，５００円 ５，２３０円 

※年齢は保育を利用する年度の４月１日時点の年齢です。 

※多子軽減（第２子半額）の適用を受けている場合は、助成額も半額（１０円未満の

端数が生じたときは、これを切り捨てた額）になります。 
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【８】利用者負担額(保育料)の減免制度について（0～2 歳児クラス） 

和光市では、多子世帯・要保護世帯等（ひとり親・障害・生活保護世帯等）に対して、利
用者負担額の減免制度を行っております。 
減免内容によっては、別途、減免申請書並びに必要書類を提出いただきます（次頁（３）
等に当たる場合）。該当する場合は、保育サポート課入所相談担当へご連絡ください。申
請書等を郵送いたします。申請書等を受理後、減免の可否について判定のうえ、減免適
用いたします。 

（１）多子世帯の減免 

対象者 幼稚園（文部科学省の認可を受けている施設に限る）・特別支

援学校の幼稚部・医療型発達支援施設等、又は保育所・小規模

保育事業所等を利用している兄・姉がいる 

※認可外保育施設は対象外。 

減免額 幼稚園・保育所・小規模保育事業所等を利用している児童で、 

対象者から数えて 

     第２子：半額    第３子：無料 

提出書類 

幼稚園等を利用している児童がいる場合は、「幼稚園等在籍申告書」を市役所保育サポート課

まで提出（郵送可）してください。 

 
※「幼稚園等在籍申告書」は、保育サポート課窓口で配付しております。又、市Ｈ 

Ｐにも様式を掲載しておりますので、ご利用ください。 
 

（２）多子世帯で市民税所得割課税額５７,７００円未満の世帯の減免 

対象者 

（❶❷全て満たす者） 

❶保護者の市民税所得割額の合算が５７,７００円未満の世帯 

❷保育所、小規模保育事業所等を利用している児童に兄・姉（年齢制

限なし。ただし生計を一にしている者に限る）がいる 

減免後の保育料 

第２子（兄・姉を含め） 第３子（兄・姉を含め） 

第３階層 市民税所得割額が

非課税（均等割の

み）の世帯 

保育料 ０円 

保育料 ０円 

第４階層 市民税所得割額が

４８,６００円未

満の世帯 
月額保育料の半額 

第５階層 市民税所得割額が

５７,７００円未

満の世帯 

※提出書類は特にございません。保育料算定時に自動算定いたします。 
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（３）要保護世帯等の減免 

対象者 

（❶❷全て満たす者又は

❶❷❸全てを満たす者） 

❶保護者の市民税所得割額の合算が７７,１０１円未満の世帯 

❷以下のいずれかの世帯に該当するもの 

①配偶者のいない世帯で、現に児童を扶養している 

②身体障害者手帳/療育手帳/精神障害者手帳の交付を受け 

た者又は特別児童扶養手当、国民年金の障害者基礎年金 

の受給者（在宅の者に限る） 

③その他要保護世帯等に準ずる程度に困窮していると認め 

られる世帯 

❸保育所、小規模保育事業所等を利用している児童に兄・姉（年齢 

制限なし。ただし生計を一にしている者に限る。）がいる 

減免後の保育料 

第１子（兄・姉を含め） 
第２子（兄・姉を含

め） 

第３子（兄・姉を含

め） 

第３階層 市民税所得割が非

課税（均等割のみ）

となる世帯 

月額 ０円 

月額 ０円 月額 ０円 

第４階層 市民税所得割が４

８,６００円未満

の世帯 

３号認定（３歳未満児） 

月額９,０００円 

第５階層 市民税所得割が５

７,７００円未満

の世帯 

３号認定（３歳未満児） 

月額９,０００円 

第６階層 市民税所得割が７

７,１０１円未満

の世帯 

３号認定（３歳未満児） 

月額９,０００円 

※原則として、減免申請書の提出があった月の翌月から適用されます。 

 第２階層の方は減免申請書を提出する必要はありません。 
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【９】 食材料費の徴収について（3～5 歳児クラス）         

幼児教育・保育無償化に伴い、保育所等の３歳児～５歳児の利用者負担額（保育料）はすべて

の方が無償となりますが、食材料費は別途保護者の実費負担となります。 

保育所等の食材料費の保護者の負担については、保育所等を利用せず自宅で子育てを行う場合

も同様にかかる費用のため、保育所等を利用する保護者も自ら自宅で子育てを行う保護者と同様

にその費用を負担するという考え方に処するものです。 

食材料費の徴収額については、質の担保された給食を提供する上では一定の費用を要するもの

であることと、国から示された目安や保育所等での提供実態を踏まえて月額 7,500 円（国の示

す目安の変更等により変わる可能性があります。）を目安としますが、市内保育施設等においては、

この目安を基に、当該保育所等の実状に合わせて個々に定めています。食材料費の詳細につきま

しては、各施設へお問い合わせください。 

●保護者負担イメージ（３歳児～５歳児） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 無償化前 無償化後 

保育料 保護者負担 無償 

食材料費（主食費） 保護者負担（保育料の一部） 
保護者負担 

食材料費（副食費） 国・県・市が負担（保護者負担なし） 

〇副食費徴収免除について 

教育・保育給付１号認定・２号認定の児童のうち以下の対象者については副食費相当分が免除

となります（手続き不要。副食費徴収免除対象者につきましては、別途市から各家庭宛てに通知

をお送りいたします。）。 

（１）年収３６０万円未満相当の世帯（市民税所得割額により判定します） 

（２）第３子以降の児童（※1） 

※1 第３子の数え方・・・年収 360 万円未満相当の世帯→第１子、第 2 子の年齢制限なし。 

年収 360 万相当以上の世帯で保育園等在園の方→第 1～2 子の年齢が小学校就学前まで。 

年収 360 万相当以上の世帯で幼稚園等在園の方→第 1～2 子の年齢が小学校３年生まで。※

2 父又は母等の年収合計が 103 万円未満で同居の祖父母等がいる場合は、父又は母の市民税所

得割額に家計の最多収入者の市民税所得割額を合算して判定します。 

 

 

保護者 

負担なし 

 

保育料 

無償 

保護者 

負担 

 

保育料 

 
 

主食費 
主食費 

保護者 

負担 

 

国県市 

負担 

 

食材料費（主食費と副食費） 

主食費：ごはん、パン、 

うどん等の主食 

副食費：おかず、おやつ、 

牛乳等 

 

無償化前 無償化後 

副食費 副食費 

食
材
費 
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【１０】 教育・保育給付認定について          

施設型給付・地域型保育給付対象施設（事業）の利用を希望する際には、お子さ

んの年齢や保育の必要性などに応じた「教育・保育給付認定」を受ける必要があり

ます。保護者からの申請を受けて、市は客観的基準に基づき、下記の様な区分を判

定し、「支給認定証」を発行します。 

 

【３つの認定区分】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

※幼稚園の認定については、P５をご覧ください。 

※保育所等の申込は入園希望月の１日時点で生後５７日を経過している月から可能

となります。（一部年齢制限を設けている施設は除く） 

 

 

  

利用 

対象施設 

生後５７日～就学前のお子さん 

（認定を受けて利用） 

１号認定 

満３歳以上就学前のお
子さんで、幼稚園等で
の教育のみを希望され
る場合 

３号認定 

満３歳未満のお子さ
んで、保護者の就労や
疾病などの理由によ
り保育の必要性の認
定を受けた場合 

教育のみの利用を希望する 保育の必要性がある 

幼稚園 

(新制度移行園) 

 

認定こども園 

地域型保育事業 
（小規模保育 

事業等） 

 

認可保育所 

２号認定 

満３歳以上就学前のお
子さんで、保護者の就労
や疾病などの理由によ
り保育の必要性の認定
を受けた場合 

認定区分 

施設型給付 地域型保育給付 
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【保育の必要性の認定】 

保育所・認定こども園（保育所枠）・地域型保育事業所（P５５参照）（以下「保育

所等」とする。）の利用を希望する場合には、「保育を必要とする子ども」であるとい

う、「保育の必要性の認定」（２号認定または３号認定）を受ける必要があります。 

【保育の必要性の基準について】 

① 保育の必要性の認定事由及び認定期間 

和光市では、就学前の子どものうち、その保護者のいずれもが、次に掲げるいずれか

の事由に該当するとき、「保育を必要とする子ども」であると認定します。 

事由 概要 認定期間 

① 就労 １か月当たり４８時間以上の労働に従事し

ており、かつ、１日４時間以上、月１２日以

上就労していること 

左記に該当する間 

② 妊娠 妊娠していること 妊娠している間 

③ 出産 出産前後であること 出産月と、出産をした日から８週

間を経過する日の翌日が属する

月の末日までの期間 

④ 疾病 保護者が医師の診断により１か月以上の治

療を要する疾病又は負傷の状態であり、か

つ、保護者が自ら保育を行うことが困難な状

態にあること 

左記に該当する疾病・負傷にあっ

て、医師等の診断により治療に要

する期間 

⑤ 障害 次のいずれかに該当し、かつ保護者が自ら

保育を行うことが困難な状態にあること 

 身体障害者手帳の交付を受けている、

又は４級以上の障害を有していること 

 精神障害者保健福祉手帳の交付を受

けている、又は３級以上の障害を有してい

ること 

 埼玉県療育手帳制度要綱により療育

手帳の交付を受けている、又はＣ以上の障

害を有すること 

左記に該当する間 

⑥ 介護 次のいずれかに該当すること 

 疾病若しくは負傷により常時寝たきり

となっている者又は重度心身障害者（※）

を自宅において月１２日以上介護してい

ること 

 疾病若しくは負傷している者又は重度

心身障害者（※）が通院・通所し又は入院

するための付添いを１週当たり３日以上

左記に該当する間 

認
定
に
つ
い
て 
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行っていること 

⑦ 災害復旧 災害の復旧作業に従事していること 左記に該当する間 

⑧ 求職活動 次のいずれかに該当すること 

 雇用保険法に規定する失業の状態にあ

り、基本手当の支給を受けていること。 

 継続的に企業等の求人に応募している

又は企業等が実施する雇用に関する説明

を受けていること 

 起業又は事業を継承するための準備を

行っていること 

原則、事由発生日の翌日から２か

月間 

⑨ 就学 次のいずれかに該当する施設において、１

日４時間以上、かつ、月１２日以上の就学又

は訓練をしている状態にあること 

 学校教育法に規定する学校、専修学校、

各種学校その他これに準ずる教育施設 

 職業能力開発促進法に規定する公共職

業能力開発施設、職業能力開発総合大学校

又は特定求職者に対して職業訓練を行う

施設 

左記に該当する間 

⑩ 育児休業 

（在園児以外の

育 児 休 業 に 限

る） 

育児休業に入る前に児童が在園（在園中に転

園する場合や和光駅前保育園・さいたま保育

園（地域枠）・小規模保育事業所を卒園し継続

して４月から保育園等に入園する場合含

む。）していて、育児休業中に家庭で必要な保

育を行うことが困難な状態にあること 

次に掲げる期間のうち短い期間 

育児休業期間（延長後の期間含

む）の終了日の属する月の末日ま

での期間 

育児休業に係る子どもが満１

歳に達する日の属する年度の翌

年度の４月３０日までの期間 

⑪ その他 その他、保護者が保育できない事情がある場

合 

市長が認める期間 

※和光市重度心身障害者医療費支給に関する条例第 2 条第 1 項に規定する重度心身障害者をい

う。 

② 優先保育について 

和光市では、保護者のいずれもが保育の必要性の認定事由に該当する場合で、かつ、

保育を必要とする就学前の子どもが、次に掲げるいずれかの事由に該当するときは、

「優先的に保育を行う必要がある」と認めます。 

事由 概要 

① ひとり親 和光市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例第２条第２項

に規定するひとり親家庭であること  

② 生活保護  次のいずれかに該当する世帯 

 保護者が市の実施する就労支援を受けていること 
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 保護者が公共職業安定所に求職の申込をしていること 

③ 主たる生計維持者の失業 主たる生計維持者が失業し、速やかに就労することが必要な世帯

に属していること 

④ 虐待・社会的擁護 次のいずれにも該当し、かつ社会的擁護が必要であること 

 保護者から虐待を受けている（いた）ことがあり、和光市要保

護児童対策地域協議会において情報の交換及び協議が行われて

いること 

 市が虐待を受けた子ども及びその保護者に対し保護その他必

要な支援を行っていること 

⑤ 障害 次のいずれかに該当すること。ただし、保育所等で保育を受ける

ことができる場合に限る 

 身体障害者手帳の交付を受けている、又は４級以上の障害を

有していること 

 埼玉県療育手帳制度要綱により療育手帳の交付を受けてい

る、又はＣ以上の障害を有すること 

⑥ 育児休業 保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定であること 

⑦ 兄弟姉妹  未就学児の兄弟姉妹が保育を受けようとする期間に市内認可

保育施設にいること 

 未就学児の兄弟姉妹がいること 

⑧ 地域型保育事業又は和光駅

前保育園又は地域型事業に移行

する家庭保育室に通っていて、当

該保育の終了後に連携施設（整備

されていない場合は希望園）にお

いて保育を受けようとする子ど

も 

  

次のいずれにも該当すること 

 市内の小規模保育事業、和光駅前保育園、市内の事業所内保育

事業、市内の家庭保育室（地域型保育事業に移行する家庭保育室

に限る）による保育を受けていたこと 

 当該保育の修了後に連携施設（連携施設が整備されていない

場合は希望園）において保育を受けようとする子ども 

※市外在住者（保育を受けようとする年度の 4 月 1 日時点）で市

内の保育施設に通う場合は、優先対象とはなりません。 

⑨ 保育士 保護者のいずれかが保育士として市内の認可保育所等において、

１年以上継続して保育に従事する場合 

⑩ その他市長が認める事項  

 

 

 

 

 

 

 



 

- 47 - 

 

市は、教育・保育給付認定を行う際、「保育標準時間」・「保育短時間」いずれかの

保育必要量の認定をすることとされています。（子ども・子育て支援法第２０条第３

項他）保育必要量とは、１か月の間に施設型給付や地域型保育給付等の支給対象とし

て、その範囲の中で保育を利用することが可能な最大限の枠のことをいいます。和光

市では、下記の区分により、認定を行っています。 

保育の必要量の事由 保育必要量の区分 

就労 
１月当たりの就労時間が１２０時間以上の場合 保育標準時間※1 

１月当たりの就労時間が１２０時間未満の場合 保育短時間※2 

妊娠・出産 
保育標準時間 

又は保育短時間 

疾病、障害又は介護 
保育標準時間 

又は保育短時間 

災害復旧作業 
保育標準時間 

又は保育短時間 

求職活動 保育短時間 

就学 

１月当たりの就学又は訓練の時間が１２０時間以上の場合 保育標準時間※1 

１月当たりの就学又は訓練の時間が１２０時間未満の場合 保育短時間 

育児休業 保育短時間 

特例 
保育標準時間 

又は保育短時間 

※１「就労」又は「就学」の場合で１月当たりの就労又は就学の時間が１２０時間  

以上の場合も、保護者が希望するときは、家庭状況等確認のうえ、保育短時間 

認定とすることができます。 

保育必要量により、利用することができる保育の必要量（時間）が異なります。 

実際の保育時間は、入園後、就労時間等に基づき決定されます。 

※２「就労」の事由で、１ヶ月当たりの就労時間が１２０時間未満であっても、常態

として延長保育料金が発生する場合には、「保育標準時間への変更申請書」を提出

し、審査を経て保育標準時間認定とすることができます。 

※保育料と保育必要量及び時間外保育料の関係については、P２４の Q5 と P６１を

ご参照ください。 

【保育の必要量について】 

区分 １日あたりの利用（上限） 

保育標準時間 １１時間まで（７時～１８時、市内幼稚園型認定こども園は７時３０分～１８時３０分） 

保育短時間 ８時間まで（８時３０分～１６時３０分） 
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【入所決定の流れ】 
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【保育所等入所申込中に申込内容に変更が生じた場合】 
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  認定内容に変更があった場合は、認定変更申請が必要となります。 

保護者様より変更に係る書類を提出いただいた上、認定変更を行います。 

 

  ❶認定変更申請が必要な方 

  （１）保育の利用を必要とする事由に変更がある場合 

  （２）保育必要量に変更がある場合 

   例１：１０月末に父が退職し、次の職場を探す 

    認定事由 就労→求職活動 保育必要量 標準時間→短時間 

    認定期間 １１月１日～１２月３１日（この間に就労しないと退園） 

   例２：１０月末で母の育休認定期間が終了し、復職する 

    認定事由 育児休業→就労 保育必要量 短時間→標準時間 

    認定期間 １１月１日～（卒園年度の）３月３１日 

     

  ❷認定変更申請に係る必要書類 

  （１）教育・保育給付認定（変更）申請書 ※様式第１号 

  （２）変更となった事由を証明する書類（事由に応じ、下表のとおり） 

変更内容 保育必要量 必要書類 

就労 月 120 時間以上：標準時間又は
短時間 
（保護者申請により短時間認定可） 
月 120 時間未満：短時間 

（１）就労（予定）証明書 
（２）シフト表（シフト勤務の場合） 
（３）勤務開始証明書（就労開始より前に就

労（予定）証明書を提出した場合） 

妊娠・出産 標準時間又は短時間 
（保護者申請により短時間認定も選

べます） 

（１）出産予定表 
（２）母子手帳のコピー（表紙及び出産予定

日記載ページ） 

育児休業 短時間 （１）育児休業証明書 

疾病・障害 標準時間又は短時間 
（診断書により市で認定） 

以下のいずれか一つ提出が必要 
（１）和光市指定様式による診断書 

（加療期間と保育状況が記載されたもの） 
（２）障害者手帳等の写し 

介護 月 120 時間以上：標準時間又は
短時間（保護者申請により短時間認

定可） 
月 120 時間未満：短時間 

（１）介護状況申告書 
（２）障害者手帳等/診断書/入院計画書/重

度心身障害者医療受給者証の写し 

【保育所等入所後（在園中）に認定内容に変更が生じた場合】 

認
定
の
変
更 
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災害復旧作業 標準時間又は短時間 災害復旧に従事していることを証する書類 

求職活動 短時間 求職活動申告書 

就学 月１２０時間以上：標準時間又
は短時間 
（保護者申請により短時間認定可） 
月１２０時間未満：短時間 

（１）入学証明書/在学証明書 
（２）時間割 
（３）学生証 

結婚/離婚等に

よる世帯構成

変更 

 《結婚》 
（１）新たに世帯員となった方の保育を必要

とする事由の必要書類 
（２）課税証明書（提出が必要な方には担当

より依頼いたします） 
《離婚》 
（１）ひとり親であることの申立書 
（２）離婚受理証明書/戸籍謄本/ひとり親家

庭等医療費受給者証いずれかの写し 
（３）離婚協議又は調停中であることがわか

る書類の写し（離婚協議中又は調停中
の場合） 

（４）保護者の収入が 103 万円未満の場合
で同居の祖父母等がいる場合、その同
居人の課税証明書（提出が必要な方に
は担当より依頼いたします） 

※必要書類は、市役所窓口又は市ＨＰ、在園施設より取得できます。 

 

  ❸提出場所 

和光市保育サポート課入所相談担当又は在園している施設（市内施設に限る） 
 

  ❹申請提出期限 

    原則 変更の原因となる事由が判明した時点での事前申請となります。 

     （このため、求職活動中の場合で、採用予定で変更申請書＋就労証明書を 

提出した場合は、就労開始後に勤務開始証明書を追加で提出いただきます） 

 例外 既に認定事由が変更した後の提出となる場合は、速やかに必要書類を 

  提出してください。 

 

  ❺認定変更の効力 

原則 変更申請書および必要書類が提出された日の属する月の翌月から 

   （月の初日に提出した場合はその月から） 

  ※「提出日」＝市役所窓口又は在園施設での受理日 

例１：求職中だったが、６月１５日から就労の旨の申請を５月３１日に 
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       受理→効力発生日６月１日 

    例２：月１２０時間未満の就労だったが、５月１日より月１２０時間を 

       超え、保育必要量を標準時間に変更した旨の申請を５月１５日に受理 

   →効力発生日６月１日 

例外 求職活動については事由の発生日から 

    例１：７月末日で退職し、求職中だったが、その申請を８月５日に受理 

       →効力発生日８月１日～（求職事由自体は月初から発生） 

        認定期間８月１日～９月３０日まで 

    例２：１０月５日に退職し、翌日申請を受理 

       →効力発生日１０月６日～ 

        認定期間１０月６日～１２月５日まで 

 

   ❻認定期間 

    事由に応じて、認定期間（在園可能期間）が異なります。 

   ※いずれも就学前までが最長となります。 

認定事由 認定期間 

就労 雇用期間終了日まで 

妊娠・出産 出産日から起算して８週間が経過した日の翌日が属する月の月末 

育児休業 次のうち、いずれか早い日まで。 

・育児休業期間（延長後の期間含む）の終了日の属する月の月末 

・育児休業対象児童が満１歳に達する日の属する年度の翌４月３０日 

疾病・障害 診断書又は障害者手帳の有効期限日まで 

※診断書に加療期間の記載ない場合は、診断書発行時から１年間。 

※障害者手帳の期限がない場合は就学前まで 

介護 介護状況終了まで（障害者手帳等/診断書/入院計画書等、添付書類の有

効期限で判断） 

求職活動 退職日の翌日から起算して２ヶ月が経過する日まで 

就学 在学期間終了まで 
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   ❼利用者負担額（保育料）の変更 

    認定変更に合わせて保育料も変更となります。 

    求職活動への月途中の認定変更の場合、又は結婚・離婚等により保育料算定対象

者が変更となる場合、保育料は認定変更日の翌月（１日が変更日の場合は当月）か

ら変更となります。 

 

   ❽保育時間の変更 

   認定変更に伴い、保育必要量（標準時間認定・短時間認定）の他、利用できる保育

時間も変更となる場合があります。在籍している保育施設へ必ずご相談ください。 
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和光市外へ転出後、現在通っている保育施設に継続通園を希望する場合 

●転出後の手続きについて 

転出先自治体保育園担当窓口にて、継続通園に必要な書類をご提出ください。（手続き

方法については、転出先自治体担当窓口へお問い合わせください） 

 

●在園期間について 

【和光市の公設保育園ご利用の場合】 

（１）保護者のいずれかが和光市内在勤の場合・・・保育実施期間まで在園可 

（２）保護者のいずれもが和光市外在勤の場合・・・転出等の事由が発生した日が属する

年度の年度末まで在園可能 

【和光市の民設保育園・認定こども園・小規模保育事業所・事業所内保育事業所（地域枠）

をご利用の場合】 

保育実施期間まで在園可（最長就学前まで※和光駅前保育園・小規模保育事業所・事業

所内保育事業所の場合は２歳児クラスの年度末まで） 

※上記在園期間については保護者の支給認定の内容により異なる場合がありますのでご

注意ください。 

 

●保育料について 

【和光市の公設保育園ご利用の場合】 

転出先自治体で保育料を決定し、和光市で徴収いたします。 

 

【和光市の民設保育園・認定こども園・小規模保育事業所・事業所内保育事業所（地域枠）

をご利用の場合】 

転出先自治体で保育料を決定し、転出先自治体にて徴収します。認定こども園・小規模

保育事業所・事業所内保育事業所については、各園で徴収いたします。 
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【１１】 保育施設等について               

教育・保育施設及び地域型保育事業所の種類 

※１ 市内の認定こども園の類型や受入れ年齢等の詳細につきましては、施設案内をご確認ください。 

※２ 市内小規模保育事業所には、A 型と B 型があります。 

小規模保育事業所Ａ型：必要とされる保育に従事する職員の全てが保育士です。（一部特例あり） 

小規模保育事業所Ｂ型：必要とされる保育に従事する職員の 1/2 以上が保育士で、その他の職員は、市長が行う 

研修を受講した保育従事者です。 

※３ 現在、市内に家庭的保育事業所及び居宅訪問型保育事業所はありません。  

施設・事業の種類 

（対象年齢） 

施設・事業の概要 

幼稚園 

（３～５歳） 

昼過ぎごろまでの教育時間のほか、園により教育時間の前後や夏休みなど園の休

業中に預かり保育などを実施する、学校教育施設です。 

保育所 

（０～５歳） 

保護者の就労や疾病などの事由により、保育を必要とする就学前までの児童を保

育する児童福祉施設です。 

認定こども園 

（０～５歳）※１ 

幼稚園と保育所の機能や特徴を併せ持つ施設です。 

【０～２歳】夕方までの保育（園により延長保育、一時預かり等を実施） 

【３～５歳】昼過ぎごろまでの教育時間のほか、それ以降保育が必要な場合は夕

方までの保育を実施（園により時間外保育、一時預かり等を実施） 

 

【認定こども園の類型】 

（1）幼保連携型・・・幼稚園機能と保育所機能を持つ単一の認可施設（学校及

び児童福祉施設） 

（2）幼稚園型・・・ 認可幼稚園に保育所機能（預かり保育又は認可外保育施

設）を付与した施設 

（3）保育所型・・・ 認可保育所に幼稚園機能（保育の必要がない子ども（3 歳

以上）の教育・保育）を付与した施設 

（4）認可外保育施設型（地方裁量型）・・・幼稚園機能と保育所機能を持つ認可

外保育施設 

 

小規模保育 

事業所※２ 

０～２歳までの子どもを対象に、定員６～１９名で、保育を実施する事業所です。

Ａ型、Ｂ型、Ｃ型の３区分があります。 

家庭的保育 

事業所※３ 

家庭的保育者の居宅その他のスペースで、定員５人以下のお子さんを保育する事

業所です。 

居宅訪問型 

保育事業所※３ 

保育を必要とする子の居宅において、１対１の保育を実施する事業所です。 

事業所内保育 

事業所 

会社の保育施設等で、従業員の子どもに加えて、一定割合、地域において保育を

必要とする子どもにも保育を提供する事業です。 

保
育
施
設
に
つ
い
て 
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市内保育所・小規模保育事業所等 MAP 



 

- 57 - 

◎保育所及び認定こども園 

 
※１ 和光駅前保育園の対象児童は０歳児（生後５７日以降）～２歳児です。 

※２ 里仁育舎は、給食に牛乳・卵・乳製品・肉・精白糖を使用しておりません。主なたんぱく源は大豆などの植物性

食品ですが、一部ツナや小魚等を使用します。 

※３ 中央ひなた保育園の対象児童は 3 歳児～５歳児です。 

※４ 丸山台プライムスター保育園の対象児童は１歳児～５歳児です。 

※５ 看護師の配置は利用案内作成時点のものです。詳細は各園にお問い合わせください。 

※６ 登園手段（ベビーカーや自転車の使用など）については、見学の際に各園にご確認ください。 

※７ 土曜日に時間外保育を実施しているかどうかは、施設案内の各施設のページをご覧ください。 

※８ ひろさわ保育園は、送迎時に和光市役所の駐車場を使用することができます。 

和光なかよしこども園は、送迎時にわぴあの駐車場を使用することができます。 

※９ 定員に認定こども園の 1 号認定（幼稚園機能）部分の人数は含みません。 
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◎小規模保育事業所及び事業所内保育事業所 

 

 

※１ 和光第２エンゼル保育室、保育ルームフェリーチェ和光Ⅱ園、和光第３エンゼル保育室、丸山台ひなた保育園、やとじま☆リ

トルスター保育園の対象児童は１歳児～２歳児です。 

※２ さいたま保育園は地域枠と従業員枠が設定され、和光市では地域枠（一般市民の枠）のみを選考いたします。上記定員は地域 

 枠の定員です。また、さいたま保育園の地域枠の対象児童は１歳児～２歳児です。 

※３ 看護師の配置は利用案内作成時点のものです。詳細は各園にお問い合わせください。 

※４ 登園手段（ベビーカーや自転車の使用など）については、見学の際に各園にご確認ください。 

※５ ひだまりの保育園は令和８年４月に新倉１丁目（駅徒歩３分）へ移転する予定です。 
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 連携施設について  
和光市では、令和３年４月以降、連携施設の設定がされている施設がございます。 

連携施設とは、２歳児クラスまでで卒園となる小規模保育事業所等（以下では、２歳児

クラスまで利用する施設を「連携元の施設」といいます。）を卒園した後に、３～５歳児

クラスでの保育を行う施設をいいます。 

現在、連携施設の設定がされている施設は下の表のとおりです。 

具体的には、下の表の左側に記載された連携元の施設を卒園した後に、新たに入所申込

をしなくても、入所後の適切な時期にお渡しする「連携施設入所意思確認書」を提出して

連携施設への入所を希望することで、表の右側に記載された３～５歳児クラスでの保育

を行う連携施設への入所ができるようになります。 

連携施設への入所を希望した場合、新年度の４月入所第一次選考受付期間中の入所申

込は不要となります。 

 

〇令和３年４月１日から連携している施設 

連携元の施設 連携施設 

下新倉リトルスター保育園 下新倉プライムスター保育園 

リトルスター保育園さつきちゃんのお

うち 

和光プライムスター保育園（２名） 

下新倉プライムスター保育園（５名） 

スピカ☆リトルスター保育園 和光プライムスター保育園 

さいたま保育園（地域枠） 諏訪ひかり保育園 

※リトルスター保育園さつきちゃんのおうちについては、連携先が２か所となるため、保

護者の希望を確認の上、当該施設にて調整することとなります。 

 

〇令和４年４月１日から連携している施設 

連携元の施設 連携施設 

メリーポピンズ和光ルーム 和光どろんこ保育園 

和光市ひなた保育園 
中央ひなた保育園 

丸山台ひなた保育園 

 

〇令和６年４月１日から連携している施設 

連携元の施設 連携施設 

ひだまりの保育園 

新倉幼稚園（幼稚園枠か保育園枠をお

選びいただけます。） 
第２ひだまりの保育園 

第３ひだまりの保育園 

連
携
施
設
に
つ
い
て 
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※前ページの連携予定施設の表の左側に施設名がない小規模保育事業所等を利用して 

いる場合や、連携元の施設を利用しているが、連携施設とは別の施設への入所を希 

望する場合は、市の利用調整の対象となるため、卒園する年度の１０月中旬以降に 

実施する、新年度の４月入所第一次選考受付期間中に、卒園後に入所を希望する施 

設への入所申込が必要となります。                     

 なお、連携施設以外の施設への入所を希望する場合（以下の③）、一般の申込 

（④）よりは優先されますが、連携施設の設定がない施設を卒園する児童の申込 

（②）よりは優先されないため、ご注意ください。    

                                 

【小規模保育事業所等卒園児の優先の順序】 

 

 ①連携施設がある施設を卒園して、連携施設への入所を希望する場合 

 ②連携施設がない施設を卒園して、いずれかの園に入所を希望する場合 

 ③連携施設がある施設を卒園して、連携施設以外への入所を希望する場合 

（ひだまりの系列園を令和９年３月に卒園する児童までは、特例として③について②

と同じ順序として扱います。） 

 ④小規模保育事業所等に通園していない児童が新たに入所を希望する場合 
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【１２】 保育時間について                  

 

【１３】 時間外保育について                 

 時間外保育とは、やむを得ない理由により、保育標準時間または保育短時間の時間帯を

超えて保育を必要とする子どもに対し提供する保育です。（Ｐ４７参照）地域子ども・子

育て支援事業として位置づけられ、国・県・市が一部費用を負担します。 

午後６時以降に行う時間外保育（通常時間外保育）と短時間認定を受けた子どもに対

し、午前７時から午前８時３０分まで及び午後４時３０分から午後６時までの間に行う

時間外保育（短時間時間外保育）があります。 

 

※和光市内保育園・小規模保育事業所における「保育標準時間」・「保育短時間」 

   保育標準時間…午前７時から午後６時まで 

          （市内幼稚園型認定こども園は午前７時３０分から午後６時３０分まで） 

保育短時間…午前８時３０分から午後４時３０分まで 

  ※上記の時間を超える部分（下記図の①及び②の部分）は、時間外保育になり、利用する場合は

時間外保育料が掛かります。 

 

 

 

 

 

 

         ※ ①が短時間時間外保育、②が通常時間外保育 

 

※時間外保育料は各園で設定を行っております。詳細は別冊の施設案内にてご確認く

ださい。 

※夕食の提供（ミルクの提供を除く）を受ける場合は、別途夕食代がかかります。 

※保育短時間認定の方で、就労時間の関係により毎日午後４時３０分以降のお迎えに 

なるというような場合も、時間外保育料はかかります。園によっては月額で時間外保育

料を定めている場合もありますので、時間外保育料についての詳細は各園にお問い合わ

せください。 

  

通常保育時間 

（月）～（金）午前７時～午後６時まで（市内幼稚園型認定こども園は午前７時３

０分から午後６時３０分まで）の１１時間の内、保育を必要とする時間 

※保育時間は、各保育園が決定することになっています。詳細は各園にお問い合わせください。 

時間外保育時間 
（月）～（金）午後６時以降、各施設において定める時間 

※土曜日に時間外保育を実施しているかどうかは、施設案内の各施設のページをご覧ください。 

保
育
時
間 
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【１４】チャレンジド保育について                 
 利用案内において、「障害児」にかわる言葉として、「チャレンジド」を用いています。 
「チャレンジド」には挑戦という使命や課題、チャンスを与えられた人の意味があります。 
 
（1）保育内容 
 児童の発達に応じた個別計画を作成し、それに基づき保育を行います。 

 

（2）対象：次のいずれにも該当する方が対象です。 
  ① 和光市在住で保育の必要性がある。 
  ② 発達の遅れがある、または心身に障害のあるお子様。 
    ※具体的には次に該当するお子様 

ア ｢身体障害者手帳｣の交付を受けている。 
イ ｢療育手帳｣の交付を受けている。 
ウ 上記と同程度の発達の支援が必要な状態にある。 

③ 日常的な集団保育が可能である。 
 
  ※ 事前に子育て世代包括支援センターケアマネジャーまたは相談支援事業所の相談支援専門

員にご相談いただくか、保育センター（048-483-4407）にご相談の上、申請ください。 
  ※ （和光市に転入予定のお子様） 
    前自治体で療育を受けていた場合や在籍されている保育施設で配慮の必要性があった場合には、 

事前に保育センターまでご連絡ください。 

 
（３）実施保育施設 
  市内保育所・小規模保育事業所・認定こども園 

 
※１ 各施設の利用状況やお子様の心身状況によって、希望された施設に入所できない場合があります。

希望施設につきましては入所申請時にご相談ください。 
※２ 施設の設備等も考慮し、お子様の配慮が必要な内容に適した施設をお選びください。 

   お子様を受け入れできる体制は施設によって異なりますので、お子様の状態や配慮が必要な内容に

よっては受け入れが難しい場合があります。事前にご相談ください。 

※３ さいたま保育園は事業所内保育事業所であるため、チャレンジド保育の対象外となります。 
  

 ●入園までの流れ（予定） ※詳細についてはお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ご来庁の際には事前にご予約ください。 
○予約受付時間に窓口にお越しいただき、入所申請を行ってください。 
〇申請後に、体験保育の日程調整を行います。 

○申請書類等をもとに、チャレンジド保育の要否、配慮の内容等につい
て審査します。 

○保護者同伴のもと、体験保育を行ないます。体験保育には、保育施設
の職員の他、保育センターの職員が同席します。 

○制度の説明および必要書類の配付をします。その際に保育センター職
員が、お子様の様子をお聞きします。ご来庁の際には事前にご相談く
ださい。 

○併せて、体験保育の希望日をお伺いします。 

○障害児支援会議の必要書類を作成するため、地域の子育て世代包括支
援センターのケアマネジャー等が面接を行います。 

○ケアマネジャー等がついていない場合には、ネウボラ課保健師等が必
要書類の作成を行います。 

○障害児支援会議の検討結果をもとに、保育の必要性及び優先度につい
て勘案すべき事項等を審査・判定し、保育所等との利用調整により判
定します。 

⑤チャレンジド保育の要否の審査 

④会議必要書類の作成 

②入所申請受付 

①制度説明・申請書類配付 

③体験保育の実施 

⑥入所選考 

⑦利用調整結果の通知 

【問い合わせ先】 

和光市保育センター 

048-483-4407 

保
育 
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 【１５】その他の子ども・子育て支援について          

１ 一時保育 

《 問い合わせ・申込は保育園（一時保育室） または 保育サポート課 入所相談担当 》 

 保護者の週３日までの短時間・断続的な仕事など、様々な理由で一時的にお子さんを預

けたいとき、みなみ保育園・しらこ保育園で保育をします。また、チャレンジド（障害児）

の一時保育は、ほんちょう保育園で実施しています。 

詳細については、「和光市一時保育事業案内」等をご覧ください。 

●みなみ一時保育室（TEL450-4643）    定員 １日２０名（うち０歳児６名） 

 ●しらこ一時保育室（TEL464-0140）    定員 １日１０名（うち０歳児３名） 

 ●ほんちょう保育園（TEL465-5200）    定員 １日３名 

  

★民設保育園の自主事業として、以下の施設でも一時保育を実施しています。 

 ●諏訪ひかり保育園一時保育 ※例年 4 月～5 月中旬まで休止（TEL423-7614） 

 ●キッズエイド吹上保育園一時保育 （TEL424-3133） 

  ●わこうっちリトルスター保育園一時保育（TEL458-0647） 

  ●和光プライムスター保育園一時保育（TEL423-9881） 

  ●下新倉プライムスター保育園一時保育（TEL485-9188） 

 ●第２ひだまりの保育園一時保育（TEL487-7316） 

  ●和光どろんこ保育園一時保育 （TEL424-3656） 

 ●和光なかよしこども園一時保育（TEL458-3960） 

※一時保育は、保育所、小規模保育事業所等に通園している児童は利用できません。 

 

２ 病児・病後児保育 

諏訪ひかり保育園 

《 問い合わせ・申込は 諏訪ひかり保育園 やわら （TEL423-7614） 》 

 満６ヵ月～10 才までの児童が風邪や水ぼうそう等にかかり、集団生活が困難な期間、

諏訪ひかり保育園（やわら）で一時的に保育をします。定員は、原則、１日４名までで、 

１回の利用は、医師連絡票に基づき、最長５日間まで利用ができます。※利用には事前登

録が必要です。お電話にてお申込みください。登録の翌日以降から利用ができます。 

 ●対象児童 風邪・扁桃腺炎・気管支炎・水ぼうそう・おたふく風邪・風疹・下痢・嘔

吐・骨折・その他医師が利用可能と判断した病気 

 ●保育時間 （月～金）８:30～18:０0 の間で保育を必要とする時間 

 ●利用料 ４，０００円（キャンセル料 ２，０００円） 

 

キッズエイド吹上保育園 

《 問い合わせ・申込は キッズエイド吹上保育園 （TEL423-5071） 》 

 満１才～10 才までの病中又は病気の回復期にあって、集団生活が困難な期間、キッズ

そ
の
他
・
子
育
て
支
援 
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エイド吹上保育園の専用スペースで一時的に保育します。定員は、原則、１日３名までで

す。※利用には事前登録が必要です。 

 ●対象児童 病中又は病気の回復期にあって集団保育が困難な児童 

 ●保育時間 （月～金）９:00～17:00 の間で保育を必要とする時間 

 ●利用料 ２，０００円／半日（キャンセル料は利用時間の半額を徴収します） 

 食事は必要に応じて別途徴収します（２００円／食（小学生未満）、４００円／食（小

学生）、おやつ 100 円／回） 

 

和光駅前保育園 【令和７年４月開室予定】 

《 問い合わせ・申込先は今後決定次第お知らせします 》 

 ※事前連絡必須。 

 ●場所 和光駅前クリニック内 ３階フロア 

 ●対象年齢 満６か月～就学前まで 

 ●保育時間 （月～金）９:00～17:00 の間で保育を必要とする時間 

 ●利用料 ４，０００円 

  

 

３ 緊急サポート事業 

《問合せ・申込は 緊急サポートセンター埼玉 

（TEL048-297-2903）７～２０時》 

お子さんの風邪や発熱時の預かりや送迎、緊急的な一時預かり、 

宿泊を伴うお子さんの預かり等は、緊急サポート事業をご利用 

ください。※利用には事前登録が必要です。インターネットより登録が可能です。 

 

４ 休日保育《 申込は みなみ一時保育室 》 

 保護者の就労で、日曜・祝日（１２月２９日から１月３日を除く）に保育ができないと

き、みなみ一時保育室で保育します。定員は、申込順に１日当たり１０名（うち０歳児は

３名まで）です。利用希望日の属する月の前月の初日から利用したい日の５日前（土・日・

祝日を除く）までに申込が必要です。 

※申込みには休日保育用就労証明書等が必要です。 

 ●保育時間 （日曜、祝日）7:30～18:30 の間で保育の必要性がある時間 

 

５ 年末保育 

《 申込は 各保育園・小規模保育事業所 または 保育サポート課 入所相談担当 》 

 保護者の就労で、年末の１２月２９日・１２月３０日（日曜日にあたる場合は実施なし）

に保育ができないとき、にいくら保育園で保育します。定員は１日当たり１０名（うち０

歳児は３名まで）です。受付は例年１１月に行います。詳細は、市 HP や保育園等の掲示

をご覧ください。 

 ●保育時間 7:30～18:30 の間で保育の必要性がある時間 
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６ 家庭保育室《 申込は 各家庭保育室  》 

 家庭を基盤とした環境で乳幼児の保育を行っている施設です。市では、家庭保育室利用

料（保育料）の助成を行っています。詳細については、和光市 HP をご覧いただくか、保

育サポート課入所相談担当までお問い合わせください。 

  

７ ファミリーサポートセンター 

《 申込・登録は和光市ファミリーサポートセンター運営事務局 

（TEL ０９０－６５３０－０９６１） ９～１６時 》 

 「育児の援助を受けたい人（依頼会員）」と「育児の援助を提供でき

る人（協力会員）」とが事前に登録し、相互に育児を助け合う会員組織です。依頼会員は、

和光市に在住・在勤で、生後５７日から小学生までのお子さんがいれば、どなたでも登録

いただけます。事前に市が実施する研修を受けた協力会員がお子さんのお預かりなどを

いたします。依頼した時間（協力会員が自宅を出て帰宅するまでの時間）に応じて、依頼

会員が協力会員に謝礼を支払います。  

※利用には事前登録及び打ち合わせが必要です。詳細はセンターのＨＰにてご確認くだ

さい。 

 （活動例） 

 ・保育園や学校、学童クラブ等の登園（登校）前、降園（下校）後の預かり 

 ・保育園等への送迎 

・保護者のリフレッシュ時の預かり 

 ・保護者の通院など、子どもの同伴が困難な場合の預かり 

 

 ●対象児童 生後５７日から小学６年生までのお子さん 

 

 ●謝礼（令和６年９月現在） 

  平日 午前７時～午後７時             ３０分ごとに３９０円 

平日 午前６時～午前７時、午後７時～午後１０時  ３０分ごとに４５０円 

  土曜・日曜・祝日 午前６時～午後１０時      ３０分ごとに４５０円 

  年末年始 午前６時～午後１０時          ３０分ごとに５１０円 

  打ち合わせ                    １回８００円   

  

 上記のほか、お母さんが妊娠中や産後を安心して過ごせる様お手伝いをする「産前・産

後サポート事業」も実施しております。（対象、謝礼は上記と異なります。） 

詳細は、和光市ファミリーサポートセンター運営事務局へお問い合わせください。 
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【メモ欄】 
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【１６】 保育施設での生活について               

和光市の保育施設では、子どもが自己肯定感を持ち、健やかに育つための保育を行って

います。 

子育て家庭とともに、子どもの成長を見守り、温かな関わりを通じて、子どもたちの成

長を支えています。 

 

和光市には多くの保育施設があります。各施設には、様々な特色や魅力があり、保育内

容や行事等も各施設で異なります。施設選びをする際には、施設見学等を行い、実際の施

設の雰囲気等をみていただくことをお勧めしています。 

大切なお子様が、安全で楽しく生き生きとした保育園生活を送れるように、ぜひ一度、

保育施設に足を運んでみてください。 

 ※施設見学の詳細については各保育施設に直接お問い合わせください。 

 ※園開放「保育園あそぼう会」を実施している施設もあります。市ＨＰをご覧くだ

さい。 

〖 確認ポイント 〗（一例）  

★保育所と小規模保育事業所の違いって？ 
★自宅からはどれくらい？ 
★保育内容・保育理念は？  

★行事はどのくらいあるの？                                                                     

 

 

 

 

入所申請に関するご相談は、下記でお受けしています。お困りごと等がございました
ら、担当までお気軽にお問い合わせください。 

 
 
≪問い合わせ先≫ 

部署名 電話番号 相談内容 

 

和光市 保育サポート課 

 

０４８－４２４－９１３０ 

入所申請に必要な書類、募

集人数、申請状況の傾向等

の選考に関すること。 

 

和光市 保育センター 

 

 

０４８－４８３－４４０７ 

各保育施設の特徴 や雰囲

気、保育方針等の保育内容

に関すること。 

 

  

 

車で通いたいけど…駐車場はあるかな？ 

５７ページと５８ページの保育施設一覧も

みてね。 

保育園では、いろんな経験が 

できるといいな♪ 

園によって保育内容や 

取り組みが違っているみたい。 
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【入所にあたり…】 

●アレルギーや病気など 

保育施設では、保育士やお友達と給食を通してコミュニケーションを深め、信頼関

係を気付くことを大切にしています。 

 お子様にアレルギーや宗教を理由に食べられないものがある場合、また病気などに

ついて心配なことがある場合は、保育施設の見学時・入所前の面談の時に相談してお

きましょう。園で配慮できることは何か、家庭で気を付けた方が良いことはあるのか

…など、把握しておくことができます。 

なお、食物アレルギーがある場合は、医師の指示のもと園での対応を決定し、給食

提供を行います。アレルギーの心配がある場合は、必ず医療機関を受診して医師の診

断を受けましょう。 
 

●ミルクや哺乳瓶に慣れておく 

   母乳育児の方は、ミルクや哺乳瓶に慣れておくようにしましょう。スムーズに保育

園生活に慣れることができます。また、ミルクの種類や哺乳瓶の形状によっては、な

かなか慣れないこともあります。そのため、保育の預かり時間を長くできない可能性

もあります。入所が決まったら、保育施設で通常使用しているミルクや哺乳瓶を確認

して、少しずつ慣らしていきましょう。 
 

●離乳食や幼児食の食材試し 

お子様が初めて食べる食材は、アレルギー事故防止のため、給食での提供前に必ず

家庭でのお試しをお願いしています。給食では多種多様な食材を使用しますので、時

期がきたら離乳食を開始し、さまざまな食材にチャレンジしておきましょう。 
 

 ●慣らし保育（受け入れ保育） 

   保育施設での生活に、お子様が無理なく慣れていくため、保育時間を徐々に延ばし

ていく仕組みです。実施方法は、施設によって異なりますので、入所希望施設・入所

する施設に確認しましょう。 
 

●病気の時には 

乳幼児期は抵抗力が弱く身体の機能が未熟であるため、感染症にかかることも多い

です。体調が悪い時やいつもと違う時（家庭で薬を飲んできた等）には、保育施設や

担任にも声をかけましょう。お子様の体調をより注意深く見守ることができます。 

また、お子様が疲れていたり、体調が悪くなる兆候が見られたりしたら、休息を多

めにとることを意識しましょう。 
 

●お子様や保護者様の体調不良時などに備えて 

入所後は、新しい環境・慣れない状況で、お子様や保護者自身も、体調を崩してし

まうこともあるため、６３ページ～「病児・病後児保育、緊急サポート事業」につい

て調べておくと安心です。 
 

 ●生活リズムを整えよう 

   保育園生活に慣れるために、生活リズムを整えることが大切です。特に、早寝早起

きの習慣を身につけることで、子どもたちが元気に一日を過ごせるようになります。 
 

困ったこと・気になること等は、お気軽に保育施設にご相談ください。 
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【１７】 保育の必要性の基準について補足説明と指数表              

 

  保育の必要性の基準について、お問合せの多い指数項目の補足説明です。 

 

 ●保育の必要性の基準の指数表について 

 「就労」については、休憩時間を含んだ契約上の就労時間によって決定されます。 

例：雇用契約・就業規則等で定めている時間が 

９：00～１７：30（うち休憩１時間）の場合。 

  →就労時間は休憩時間含む８時間３０分とし、基準指数は３０点となります。 

    就労証明書上の就労時間記載欄は休憩時間を含めた時間の記載をお願いします。 

 

 ●優先保育の基準の指数表について 

  「5．現に監護する保護者が１人の場合（３０点）」については、申込を行う対象月

１日時点での状況により該当するかが決まります。 

  例：令和７年度４月一次申込を行う世帯で、父が令和７年４月１日～令和８年３月３

１日まで単身赴任の場合。 

  →父の就労点はつかずに、優先保育の基準の指数表「5．現に監護する親が１人の場

合」の３０点がつきます。 

   ※ただし、就労証明書に単身赴任であることが明記されている場合に限る。 

 

  「8．入園希望月の末日の前日までに保護者の育児休業の期間が満了する子ども（１

点）」と「9.保育園等に入園することができなかったことを理由に保護者が育児休業

を延長している子ども（１点）」については、保育所等の申込を行っており、育児休業

が一度満了し、延長している場合でも、８と９の両方が加点されるわけではありませ

ん。 

  例：令和７年度４月一次の申込を行う方で、就労証明書上の育児休業記載欄に、令和

７年４月１０日に育児休業が一度満了し、最大延長可能時期は令和８年４月１０

日までと記載されている場合。 

  →令和７年度４月一次と二次の審査時は８の加点がつき、保育園に不承諾だった場

合の５月以降の審査では９の加点に切り替わります（追加加点ではない）。 

また、８または９の加点がついていて入所が決定した場合、入所月の末日までに育

児休業を取得している会社に復職していただく必要があります。 

 

  (3) 備考の３番に該当する方は、２歳児クラスまでの保育を行っている事業所内保育

事業所に通っているお子様となります。３歳児クラス以降も事業所内保育事業所で継

続して保育が可能な場合は、優先の対象となりません。また、優先の適用は２歳児ク

ラス卒園年の４月申込のみとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

参
考 

 
 

 
 



 

- 70 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 71 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 72 - 

 

 

 

 

 

 

 


